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第４期消費者教育推進会議における審議の概要等及び 

今後の消費者教育推進会議における検討課題について 

 

令 和 ３ 年 ９ 月  

 

消費者教育推進会議（以下「推進会議」という。）の第 26 回推進会議（令

和元年 10 月 28 日開催）において、第４期における検討事項は以下のとおり

とする旨の議決がなされた。 

 

１．今期推進会議での検討事項（当面の課題） 

 今期の推進会議では、社会情勢の変化等に対応した課題として、地域に

おける消費者教育の推進等に関する事項、消費者教育ポータルサイトの全

面見直しに向けた検討を行う。 

 

（１）「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会」（地域に

おける消費者教育の推進）（仮称）  

第三期推進会議で示された課題等を踏まえ、消費者教育推進計画の策定、PDCA

サイクルの確立等について議論を行う。 

 

（２）消費者教育ポータルサイトの全面見直しに当たって求められること 

新たな消費者教育ポータルサイトの在るべき姿や、これにより提供するべき

情報、コンテンツ等の整理について、推進会議で議論を行う。 

 

（３）その他  

高度情報通信ネットワーク社会に対応した消費者教育をはじめ、基本方針の

「当面の重点事項」1、前期の取りまとめ 2等での課題等について議論を行う。 

 

第 26 回推進会議資料３－１（抜粋） 

 

                                                   
1 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平成 25 年６月 28 日閣議決定。平成 30 年３月 20

日変更）（以下「基本方針」という。）の「当面の重点事項」では、「１．若年者への消費者教育」、

「２．消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進」及び「３．高度情報通信ネットワー

ク社会の発展に対応した消費者教育の推進」の３つを掲げている。 
2 第３期推進会議取りまとめの「次期推進会議における課題」では、「① 若年者の消費者教育」、

「② 消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進」及び「③ 高度情報通信ネットワー

ク社会の発展に対応した消費者教育の推進」の３つを掲げている。 
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 また、今期の運営に当たっては、推進会議における議論のほか、推進会議の

下に、推進会議委員のうちから推進会議会長が指名した者を構成員とする分

科会を設置し、個別の課題について議論を行うこととされた。 

 上記方針の下で約２年間にわたって実施した審議等の概要と、審議を踏ま

えた国による取組の状況、また、これらを踏まえた今後の推進会議における検

討事項について、以下のとおり示す。 

 

１．分科会における審議・提言 

 基本方針において示されている「当面の重点事項」等を踏まえ、以下の２分

科会を設け審議を行った。 

 

（１）全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会 

第 26 回推進会議における議決により、全世代への体系的な消費者教育の

実現に向け、地域における消費者教育の推進に資するため、消費者教育推進

計画の策定と PDCA サイクルの確立、地域協議会の体制強化等による実効性

確保のための支援方策の検討を行うために分科会が設けられ、令和２年９

月までに５回開催した上で取りまとめが行われた。 

取りまとめにおいては、全世代に向けた消費者教育の機会を確保するた

めには、地方公共団体が地域の担い手と連携し、以下の２点が期待される旨

を示している。 

 

①  「つながり」を創出するコーディネート機能を発揮すること 

②  「計画的」に取り組んでいくこと 

 

  また、国における今後の課題として、主に以下の３点を示している。 

① 地域協議会や消費者教育コーディネーター等について、実効性ある運用がな

されている事例を収集・紹介。 

② 多様な規模や状況にある地方公共団体の事例や、都道府県による広域支援の

好事例を収集・紹介。 

③ 地方公共団体のモデル的取組の創出や、市町村における計画策定を促

進するための方策を検討。 

  加えて、地方公共団体が様々な主体と連携し、地域の消費者教育の充実に

取り組むに当たってのヒントとなるよう、ヒアリング事例集も作成してい

る。 

 

（２）社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会 

第 28 回推進会議（令和２年 10 月 19 日）における議決により、社会のデジ
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タル化に対応した消費者教育について議論を行うことを目的に分科会が設け

られ、令和３年３月までに５回開催した上で取りまとめが行われた。 3 

取りまとめにおいては、デジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35 号）

の基本理念や消費者教育が目指す自立した消費者の視点も踏まえ、生活をよ

り豊かにするためにデジタル技術の積極的な活用を促す視点が重要である

とした上で、デジタル化に対応した消費者教育として重点化すべき内容、ラ

イフステージに応じて重点化すべき内容、デジタル化を踏まえた消費者教育

の場や情報発信手法等について整理している。 

 国における今後の課題として、主に以下の４点を示している。 

①  各主体による消費者教育の取組の把握と連携の促進（団体情報バンク 4

の構築、消費者教育コーディネーターの活用等） 

②  担い手への支援・育成（分かりやすくシンプルな教材開発・提供、最新

のトラブル事例の提供、オンライン講座の推進等） 

③  誰一人取り残さないデジタル化のための支援（高齢者向け消費者教育を

担うサポーターの育成支援等） 

④  デジタルメディアを活用した効果的な情報提供（SNS や動画の活用等） 

 

２．消費者教育ポータルサイトの見直しに向けた検討 

  第３期推進会議の若年者の消費者教育分科会において、消費者庁の運営

する消費者教育ポータルサイトについて、全面的に見直すべきとの提言が

あったことを踏まえ、第４期においては、第 27 回推進会議（令和元年 11 月

11 日）において、消費者教育ポータルサイトの見直しに当たって検討すべき事項

について議論を行った。また令和２年８月から推進会議の一部の委員と有識者

による検討会を開催し、見直しの方向性を取りまとめ、第 30 回推進会議に

報告された。 

  なお、取りまとめにおいては、教材等の検索機能改善、教材等の充実、団

体情報バンク等のその他有益な情報の追加、タイムリーな情報発信等につ

いて示している。 

 

３．緊急時における消費者行動についての提言 

  令和２年１月以降、新型コロナウイルス感染症が拡大し、緊急事態宣言も

発令される中、消費者が正確な情報を入手できず、新型コロナウイルス感染

                                                   
3 消費者庁の「消費者のデジタル化への対応に関する検討会」報告書（令和２年７月）、「全世代に

おける体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会」取りまとめ（令和２年 10 月）、消費者

教育推進会議「緊急時の消費者行動について」取りまとめ（令和３年１月）においても、デジタ

ル化に対応した消費者教育について示唆がなされている。 
4 事業者や消費者団体等含め、民間のどのような主体によりどのような取組が実施されているの

かについて一覧性を持って把握できるように整理するもの。 
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症や日用品等に関する不確かな情報をそのまま拡散してしまう、不確かな

情報に影響を受けて物資の買いだめをしてしまうといった消費者行動を行

う、あるいは新型コロナウイルスに便乗した悪質商法が発生するなど、消費

生活上も様々な問題が生じた。 

消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年法律第 61 号）第３条において

も、非常時に消費者が合理的に行動できるよう、知識と理解を深めることが

重要とされていることから、消費者庁においてアンケート調査を実施すると

ともに、第 28 回推進会議でも議論を行った。一連の調査・議論を踏まえ、

令和３年１月に取りまとめが行われ、消費者教育を中心として必要と考えら

れる対応として、以下の３つを示している。 

（１）正確で分かりやすい情報発信 

   商品の供給情報や悪質商法の事例、相談窓口等について、国や事業者

団体等からタイムリーに情報発信 等 

（２）消費者教育による平時からの備え 

   正しい情報を見極め、適切に行動する能力の育成（情報リテラシー教

育） 等 

（３）消費者と事業者の信頼関係が失われないための取組 

   意見を伝える際の適切な伝え方や、行き過ぎた行動の例を示すなどし

て消費者に対し注意を促す 等 

 

４．成年年齢引下げに向けた取組 

  令和４年４月からの成年年齢引下げに向け、関係省庁（消費者庁、文部科

学省、法務省及び金融庁）では、「若年者への消費者教育の推進に関するア

クションプログラム」（平成 30 年２月 20 日決定。若年者への消費者教育の

推進に関する４省庁関係局長連絡会議）に基づき、平成 30 年度から令和２

年度までを集中強化期間として若年者への消費者教育の充実に取り組んで

きた。また、令和３年度は成年年齢引下げに向けた最後の１年であることか

ら、「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンを令和３年３月

22 日に決定し、関係４省庁が更に連携し、地方公共団体・大学等、関係団

体、メディア等も巻き込んだ重層的取組を行うこととしている。 

本キャンペーンについては、第 29 回推進会議において報告され、学校現

場での認知度が低いので、もっと周知を強化すべき等の意見があった。 

  今後も、国は、必要に応じて推進会議の意見を聴きつつ、成年年齢引下げ

を見据えた若年者への消費者教育を推進することが必要である。 

 

５．次期推進会議における課題 

第４期推進会議では、これまで述べてきたように、当面の重点事項や、消
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費者を取り巻く環境の変化を踏まえた課題の検討及び議論等が行われた。 

第５期推進会議においては、まず基本方針の見直しに向けた検討を進める

とともに、第４期において課題として示された以下の事項等について議論を

行うことが期待される。 

なお、議論に当たっては、消費者を取り巻く環境が、デジタル化の進展や、

新型コロナウイルス感染症の拡大による新しい生活様式の普及等により変

化していることや、消費者教育の担い手が直面する現状と課題を踏まえるこ

とが適当である。 

（１）社会のデジタル化に対応した消費者教育 

   社会のデジタル化が不可逆的に進むとの指摘がある中、新たなデジタ

ル機器・サービスの出現に伴い、消費者トラブルや、身に付けることが望

ましい知識・能力も変化していく。生活をより豊かにするために、消費者

教育としてもデジタル技術の積極的な活用を促す視点を基本に、誰一人

取り残さないデジタル化のための担い手の育成も含めた支援の在り方、

消費者教育ポータルサイトを活用した情報発信・提供、デジタル教材開発

等、引き続き社会のデジタル化に対応した消費者教育について検討が必

要である。 

（２）体系的な消費者教育推進のための体制整備 

  令和４年４月の成年年齢引下げをも見据えた若年者への消費者教育を

始め、消費者を取り巻く環境の変化を踏まえた社会人や高齢者等への消費

者教育が急務となる中、全世代に向けた体系的な消費者教育推進のため、

地域の実情を踏まえた情報発信や地域の消費者教育の底上げが求められ

る。多様な規模や状況にある地方公共団体において、関連する他の消費者

施策等と整合性を図りつつ消費者教育の推進に関する計画の策定・検証を

促進するとともに、消費者教育コーディネーター等の育成と実効性のある

配置・運用を促進する等、体制整備を推進するための支援方策等について、

引き続き検討が必要である。 

（３）消費者市民社会の実現に向けた消費者教育 

   SDGs 推進の機運の高まりや新型コロナウイルス感染症の広がり、自然

災害の甚大化等の消費者を取り巻く環境の変化等を受け、消費者教育に

おいて、消費者トラブルや被害に遭わない消費者の育成にとどまらず、事

業者等と連携・協働して消費者市民社会 5の形成に参画する消費者の育成

という視点が、ますます重要となっている。 

                                                   
5 消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に

関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得

るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会。 
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消費者市民社会の理解促進や消費者市民社会の実現に向けたエシカル

消費 6の普及啓発等に当たって、効果的な手法やその担い手への支援方策

等について検討することが必要である。 

 

                                                   
6 エシカル消費とは、地域の活性化や雇用等を含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動の

こと。 
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【別紙１】第 ４ 期 消 費 者 教 育 推 進 会 議  委 員 名 簿 

 

 
青 木   秀 子 花王株式会社常勤監査役 
 

◎ 東     珠 実 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 
 
飯 泉   嘉 門 徳島県知事 
 
石 川     薫 埼玉県教育局県立学校部 副部長 
 
色 川   卓 男 静岡大学学術院教育学領域教授 
 

〇 岩 本     諭 佐賀大学経済学部教授 
 
川 野   玲 子 公益社団法人全国消費生活相談員協会理事（九州支部支部長） 
 
坂 倉   忠 夫 公益社団法人消費者関連専門家会議専務理事 
 
坂 本   有 芳 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授 
 
清 水   敬 介 公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会会長 
 
髙 岡   麻 美 玉川大学 客員教授（元 府中市立府中第三中学校校長） 
 
武 井   敏 一 金融広報中央委員会会長 
 
永 沢 裕 美 子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・

相談員協会代表理事副会長 
 
中 村   新 造 弁護士 
 
萩 原   康 秋 元 相模原市市民局消費生活総合センター所長 
 
原     早 苗 元 内閣府消費者委員会事務局長 
 
藤 脇 智 恵 子 元 一般社団法人日本ヒーブ協議会理事 
 
俣 倉   朋 美 新潟県県民生活・環境部県民生活課主任（新潟県立高等学校教

諭（家庭）） 
 
山 崎   智 美 公益社団法人日本社会福祉士会副会長 
 

以上 19 名（五十音順、敬称略） 

◎は会長、○は会長代理 

令和３年９月 17 日現在 
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【別紙２】第４期消費者教育推進会議 開催状況 

 

日 程 審 議 事 項 等 

令和元年 

10月 28日 

(第 26回)  

 ・会長選出等 

 ・今期の消費者教育推進会議の進め方について 

11月 11日 

(第 27回)  

 ・消費者教育推進計画の策定及び PDCAサイクルの確立等 

・消費者教育ポータルサイトの見直しにあたって検討すべき事項 

令和２年 

10月 19日 

(第 28回) 【オンライン併用】 

・全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会の

取りまとめについて 

・緊急時における消費者行動について 

・デジタル化に対応した消費者教育について 

令和３年 

５月 10日 

(第 29回) 【オンライン開催】 

 ・社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会の取りまと

めについて  

・「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンについて 

９月 17日 

(第 30回) 【オンライン開催】 

・消費者教育ポータルサイト見直しに向けた検討会取りまとめ（報告） 

・第４期消費者教育推進会議の取りまとめについて 

 

 

 

  



第４期消費者教育推進会議取りまとめ

第４期消費者教育推進会議（令和元年10月～令和３年９月）における審議等の概要

次期（第５期）消費者教育推進会議における課題等

○ 消費者教育の推進に関する基本的な方針の見直しに向けた検討とともに、以下事項についての議論を期待。

１．社会のデジタル化に対応した消費者教育

生活をより豊かにするために消費者教育としてもデジタル技術の積極的な活用を促す視点を基本に、誰一人取り残さな

いデジタル化のための担い手の育成も含めた支援の在り方、消費者教育ポータルサイトを活用した情報発信・提供、デジ

タル教材開発等。

（２） 社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会
（令和３年５月取りまとめ）

○ デジタル化に対応した消費者教育として重点化すべき内容、
ライフステージに応じて重点化すべき内容、デジタル化を踏ま

えた消費者教育の場や情報発信手法等について整理。

（１）全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する
分科会 （令和２年10月取りまとめ）

○ 消費者教育の機会を確保するため、地方公共団体が地域
の様々な担い手と連携し、「つながり」を創出するコーディネー
ト機能を発揮し、「計画的」に取り組むことを期待。

１．分科会における審議・提言 ２．消費者教育ポータルサイトの見直しの検討
○ 消費者教育推進会議委員等による検討会を開催し、見直しの

方向性等について、第30回推進会議において報告。

３．緊急時における消費者行動についての提言

４．成年年齢引下げに向けた取組

○ 緊急時に消費者が合理的に行動できるよう、第28回消費者教
育推進会議で議論を行い、消費者教育として必要と考えられる対
応を取りまとめ（令和３年１月）。

○ 「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンについ
て、第29回消費者教育推進会議において報告。

３．消費者市民社会（※）の実現に向けた消費者教育

SDGｓ推進や新型コロナウイルス感染症等の消費者を取り巻く環境の変化を受け、事業者等と連携・協働して消費者市

民社会の形成に参画する消費者の育成がますます重要となっており、消費者市民社会の理解促進やエシカル消費の普

及啓発等の施策の効果的な手法や担い手への支援方策等。 ※ 消費者が持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会

２．体系的な消費者教育推進のための体制整備

成年年齢引き下げをも見据え、若年者を始め、社会人や高齢者等全世代への体系的な消費者教育推進のため、地域の

実情を踏まえた情報発信や地域の消費者教育の底上げが必要であり、他の消費者施策等と整合性を図った消費者教育

推進計画の策定・検証、消費者教育コーディネーター等の配置・運用の促進等の体制整備推進のための支援方策等。

9
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全世代における体系的な消費者教育に向けた 

連携に関する分科会 

取りまとめ 

令和２年 10 月 

全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会 
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第１．はじめに 

〇消費者教育は、消費者教育の推進に関する法律 1及びこの法律に基づき定めら

れた「消費者教育の推進に関する基本的な方針 2」に沿って取組が進められて

おり、被害に遭わないというだけでなく、社会の一員として、より良い社会の

発展に積極的に関与する自立した消費者を育成することが求められている。 

〇そうした消費者が消費生活の多様性等を相互に尊重しつつ、自らの消費行動

の影響を自覚し、積極的に参画する社会が「消費者市民社会 3」であり、その

観点から、消費者教育は、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け

て取り組む SDGs（持続可能な開発目標）4の達成にも資するものである。 

〇この実現に向け、消費者教育は幼児期から高齢期までのいわば「全世代」を対

象として、「体系的」に行われることが求められている 5。 

〇「体系的」な消費者教育とは、消費者が、各ライフステージに応じた消費生活

の場面ごとに必要な諸能力について、そのステージごとに切れ目なく、身に付

けるための教育である 6。 

〇「消費者教育の体系イメージマップ」（以下「イメージマップ」という。）では、

どの年齢層においてどのような内容を身に付けていくことが求められるかを

整理している。その内容について、各年齢層において教育を受ける機会を確保

するためには、特に学校に身を置いていない年齢層に対し、多様な関係者や場

がつながることにより必要な消費者教育の機会を創り出していくことが必要

である。 

〇他方、学齢期においては、学校の果たす役割が重要であるが、学校と様々な関

係者をつなげていくことで、消費者教育の実効性も向上する。 

〇このように全世代に向けた消費者教育機会を確保するためには、地方公共団

1 平成 24 年法律第 61 号。平成 24 年 12 月施行。 
2 平成 25 年６月 28 日閣議決定、平成 30 年３月 20日変更。 
3 消費者教育の推進に関する法律第２条第２項において「消費者が、個々の消費者の特性
及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来
の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを
自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義されている。 
4 2015 年９月、国連サミットにおいて全会一致で採択された 2030 年までの国際目標。 
5 消費者教育の推進に関する法律第３条第３項において「消費者教育は、幼児期から高齢
期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の
特性に配慮した適切な方法で行われなければならない。」とされている。 
6 消費者教育の推進に関する法律よくある質問と回答（平成 24 年 12 月 21日）及び消費
者教育推進のための体系的プログラム研究会の報告（平成 25 年 1 月 22 日）参照。
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体が地域の担い手と連携して、「つながり」を創出するコーディネート機能を

発揮し、「計画的」に取り組んでいくことが期待される。これは「地域におけ

る消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会」の取りまとめ（令和元年７

月）においても強調されており、そのために必要な環境・条件の整備が必要と

提言されている。 

〇本分科会では、地域の消費者教育の取組状況について把握、検討するため、以

下項目について、実態調査 7及び自治体等からのヒアリング 8を行った。 

・消費者教育推進計画の策定（ＰＤＣＡサイクル、評価指標の設定含む）

・地域協議会の体制、コーディネート機能

〇これを踏まえ、本取りまとめでは、地域において「つながり」を創出すること

の意義や利点を示すとともに、地方公共団体が消費者教育の推進に「計画的」

に取り組んでいくに当たっての「ヒント」を、具体的な事例と共に、できる限

りわかりやすく紹介したい。事例の詳細は事例集（別添）を参照いただきたい。 

第２．「つながり」の創出について 

≪目標となる姿≫ 

〇消費者教育の実を上げていくに当たっては、異なる立場の人がつながり（人の

クロス）、それぞれの知識・活動を結び付けて新たな取組（内容のクロス）を

創出することが重要。その取組の中で若者と高齢者などの世代間の交流も創

出されることで、地域の活力向上といった相乗効果も期待される。 

7 47 都道府県、20政令市、58 中核市を対象に、令和元年９月末時点の状況を調査。調査
項目は、消費者教育推進地域協議会の設置状況、分類、開催回数、消費者教育推進計画の
策定状況、評価指標の有無、進捗管理の状況等に関すること。 
8 静岡県、豊中市、兵庫県（令和２年２月 27 日）、消費者ネットワーク岐阜（同年６月 22
日）、鯖江市（事務局による追加ヒアリング）。 

地方公共団体の消費者行政部局は、消費者教育コーディネーターを設置す

るほか、庁内関係部局との連携の場、関係団体等との結節点としての協議会を

活用し、参加する庁内関係各課、関係団体等の消費者教育への理解を深めると

ともに、事業や活動自体が消費者教育の一端を担うといった「自分事」意識を

高めながらつながりを創出し、世代間交流等による地域の活性化も見据えた

新たな消費者教育機会の創出等、コーディネート機能を強化する。 

また、つながり創出を担う団体に関心を持つ。 
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≪ヒアリング事例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇こうした「つながり」を創出するため、地方公共団体においては、①消費者教

育コーディネーター、②庁内関係部局との連携の場、③地域協議会等、④地域

の消費者団体等による活動、の活用が重要。 

 兵庫県の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.29～34 

 （消費者団体と高等学校等の取組：「ひょうご消費者教育応援協定」の締結） 

・消費者団体と高等学校等が消費者教育の協定を結び、協働した取組を創出。具体的

には学園祭において、学生が考えた消費者川柳の展示を実施し、高校生と消費者団体

の高齢構成員が協力して、啓発グッズやチラシを来場者に配布する取組を実施してい

る。 

・さらに、県が大学生（ヤングクリエーター）と消費者団体と高等学校を結び付け、

高校生、大学生、消費者団体、教員等が参加するワークショップを実施することで、

世代間交流も深まった。 

（県と大学生協の取組：「くらしのヤングクリエーター」の養成） 

・県と大学生協が消費者教育の協定を結び、大学生の消費者リーダー養成講座を開設

し、受講して啓発活動を行う学生を「くらしのヤングクリエーター」として認定。 

・平成 25年からは、大学生が主体的に企画・運営する消費者・事業者・行政によるワ

ークショップを毎年度開催しており、年々新たな大学の学生が参加する等している。 

（大学生とＡＣＡＰの取組：事業者とのワークショップ等） 

・事業者と大学生の要望を受け、県が大学生協と事業者（ＡＣＡＰ）を結び付け、大

学生と企業が協働した、地産地消や環境問題を学ぶ見学ツアー等の取組を創出した。 

・大学生自らが企画・開催することで高い満足感が得られ、街頭啓発において発信す

ることで県民全体への啓発へつながった。 

（大学生と漁協の取組：地産地消を学ぶ講座開設と地元食材を活用したメニュー開発） 

・県が大学生と漁協を結び付け、協働による「地産地消セミナー」を開催。魚の選別

体験や調理・実食、グループワークを実施した。 

・日頃できない体験を交えたことで、地産地消の大切さ等を身近に感じることができ

た。 

（行政と生協の取組：宅配時の啓発チラシ配布） 

・県や市町とコープが協定を締結し、主に高齢組合員向けの弁当宅配事業の中で、消

費者トラブルに関する啓発チラシを配布する取組を実施している。 
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１．消費者教育コーディネーター 

〇消費者教育コーディネーターは 26 都道府県で配置済。 

〇消費者教育コーディネーターは行政による総合調整の下、多様な関係者と場

をつなぐことにより、新たな実践の場を創出することが任務である。これまで

各地域で積み重ねられてきた独自の取組について共有し、抱える課題や目指

すべき目標等を抽出するため、全国の消費者教育コーディネーターが出席す

る会議を令和２年度中に開催し、そこでの発表された事例等を整理・発信する

予定である。 

２．庁内関係部局との連携の場 

〇庁内関係部局との意見交換等の場を設置している地方公共団体は 13。（実態調

査） 

○ヒアリングからは、庁内関係部局との意見交換の場を活用した新たな連携の

創出例も確認された。

≪ヒアリング事例≫ 

３．地域協議会等 

〇地域協議会は 47 都道府県、19 政令市、11 中核市で設置済み。既存の別会議が

兼ねる場合が多い。（実態調査） 

〇一方で、中核市では地域協議会設置のメリットが感じられないとの意見も見

られる。（実態調査） 

〇ヒアリングからは、地域協議会の委員等と連携した新たな取組の創出例も確

認された。 

静岡県の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.35 

・庁内での関係部局との意見交換の場として、関係各課で構成される消費者教育関

連事業ワーキングを設置（年１回開催）。 

・各課の取組の共有を図ることで、自分たちの事業が消費者教育の一つであるとい

うことについての関係各課担当者の意識づけ、関係課との新たな連携創出につなが

っている。例えば、ワーキング構成員の他課からの声掛けにより、「学校における食

育推進検討会」に参画。食育に合わせてエシカル消費の普及・啓発も実施するよう

提案。 
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≪ヒアリング事例≫ 

４．地域の消費者団体等による活動 

〇ヒアリングにおいて、地域の消費者団体等の活動による「つながり」創出の事

例も確認された。 

≪ヒアリング事例≫ 

静岡県の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.36 

・地域協議会の委員として教育委員会の担当者（義務教育課、社会教育課、高校教育

課、特別支援教育課）が会議に参加することで、取組や課題等を共有でき、良好な関

係が築かれている。これらの関係性をいかして、大学とつながり、教員免許状更新講

習の選択領域の一つとして消費者教育の講座を新設。 

・更に、地域協議会の委員である大学教授を通じて、他の大学での講習も実現。

・その他、東西に長いという県の特徴を踏まえた実効性確保のため、県民生活センタ

ー単位での３つの地域連絡会等を設置。地域連絡会等においては、管内の市町の消費

者行政部局職員、消費者団体、弁護士会、学校関係者等による意見交換を実施。 

豊中市の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.37,38 

・消費生活審議会の事業者委員の所属組織との協働。具体的には、チェーンストア協

会の加盟店舗における啓発資料の配布、商工会議所が行う新人研修での連携。 

・民生委員等が集まる地域福祉ネットワーク会議（地域包括ケアシステム推進総合会

議（消費者安全確保地域協議会の専門部会））に、消費者被害の事例等の情報を提供

することで、消費者に情報を届けてもらえるよう連携。 

消費者ネットワーク岐阜の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.39 

・地域協議会の委員、地域の消費者団体として、審議会等の場で事業の創設、消費

者教育の必要性を働き掛けることで、行政職員の意識の変化、事業創設に至った。 

・県の動向や取組について、地域の消費者団体が市町村へつなぐ役割を担うことで、

取組が促進。特に市町村では、関係各課との協力が必要であり、市町と懇談会を行

う際には、福祉関係課に同席してもらい、庁内連携の橋渡しも担う。 

兵庫県の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.40

・県が消費者リーダーとして養成した大学生（くらしのヤングクリエーター）が、

在学中に学生団体「スマセレ」（現：NPO 法人スマセレ）を立ち上げ、卒業後も学生、

社会人等向けのワークショップ、啓発活動を実施。 
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第３．「計画的」な取組について 

≪目標となる姿≫ 

１．消費者教育推進計画の策定 

〇推進計画は 47 都道府県、18 政令市、11 中核市で策定済。（実態調査） 

〇一方で、中核市では計画策定のメリットが感じられないとの意見も見られる。

（実態調査） 

〇ヒアリングからは、都道府県は管内市町村を支援する広域的視点が重要であ

ることや、市町村は、それぞれの状況に応じ、できる取組から進めていくこと

が重要であること等が確認された。それぞれの取組のヒントは以下の通り。 

 都道府県

 イメージマップを活用した事業整理による不足領域の把握

 地域の特性を踏まえた内容を盛り込むことも検討

 管内市町村の取組を支援する広域的視点を取り入れることも検討

≪ヒアリング事例≫ 

地域協議会、庁内関係各課が連携し、地域の特性等を踏まえた内容の消費者

教育推進計画を策定する。市町村は、これまでの取組の総括を意識して取り組

む。都道府県は管内市町村の支援等を意識する。 

計画には適切な評価指標を設定し、毎年度、適切に施策の検証、分析、評価

等を行い、課題を踏まえた事業の見直し・改善を行う。 

静岡県の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.41～45 

（イメージマップの活用）

・イメージマップに行政、団体等のこれまでの取組状況をライフステージ・対象領

域ごとに落とし込むことで、不足領域が明らかとなり、現状把握、課題把握に有用。 

（地域の特性） 

・防災先進県、モノづくり県の特性を踏まえた視点をイメージマップの領域に追加

し、県の消費者教育において育む能力として明示。 

（市町村支援） 

・計画において、市町の課題を①学校における消費者教育の推進②消費者教育を担

う人材の不足に整理。更に県内３地域の課題分析を実施。 

・市町の計画策定数、地域協議会の設置数を目標値に設定。

・実際の支援としては、地域連絡会議等で先進事例や策定済み市町村の手法につい

て紹介。また、計画策定の際には、県民生活センターが協議会の構成員として参画

し、アドバイス等を実施。 
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 市町村

 新たに何かを創る視点より、既に様々な部署で実施してきた取組につ

いて消費者教育の観点から関連付け、整理する形で、「肩肘張らずに」

計画策定

 市町村を取り巻く状況の変化を契機とした計画策定

 都道府県の計画でカバーできていない部分を担う等の住み分けを意識

≪ヒアリング事例≫ 

〇都道府県と市町村の差異に加え、地方公共団体は規模や事情が様々であるこ

とを踏まえた対応も必要である。 

豊中市の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.46 

・消費は生活全てに関わるため消費者部局だけの取組では限界。人員や予算増がな

い中、新たな取組を生み出すというより、これまで市全体で実施してきた取組を整

理し体系的にまとめる観点から計画づくり。 

・計画策定に向けた２年間の議論を通じ、職員の消費者教育に関する当事者意識の

醸成が図られた（事業間のつながりが意識されるようになった）。 

・計画があることで消費者教育の取組を進める根拠ができ、関係各課（財政課含む）

の理解が得やすくなった。 

・関係各課には過度な負担を求めることはせず、各分野での消費者教育の取組を促

したことで良好な関係が築け、連携が図れている（一方、掘り下げた議論は今後の

課題）。 

鯖江市の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.47,48 

・SDGs 未来都市・自治体 SDGs モデル事業に選定されたことをきっかけに計画を策

定。当初 SDGs の目標達成に向けては既に様々な取組があるため計画策定は不要と

考えていたが、学校職員等へのアンケート調査を行ったところ、学校での指導に当

たってトラブルの現状を身近な事例として児童・生徒に知ってもらうための消費者

教育の重要性を訴える声が多くあり、現状の取組では不十分との気付きがあった。 

・地域特性の産業力を活かし、消費者、事業者双方が SDGsを意識して取り組むこと

により、安全・安心で持続可能な消費者市民社会を目指すことを意識。 

・県の重点項目とは別に、地域特性を考慮した持続可能な消費者市民社会の推進、

地域に近い立場からの世代間・地域交流の目標を設定。
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２．ＰＤＣＡサイクルの確立 

〇毎年度、取組状況を把握している自治体は 91％（実態調査） 

〇取組状況を協議会に報告している自治体は 96％（実態調査） 

〇ただし、これら「把握」「報告」が具体的にどのようになされているかは把握

できていない。 

〇消費者教育推進計画を策定している自治体のうち、評価指標を設定している

割合は 64％（都道府県 30/47、政令市 13/18、中核市 6/11）（実態調査） 

〇ヒアリングでは、どのような評価指標を設定すべきかについて試行錯誤があ

った事例や、取組状況の分析を行い、推進計画の見直しにつなげているとの事

例が聞かれた。 

 

 把握した取組状況の分析、評価が行えるよう評価指標を設定 

 地域協議会委員等による意見や議論を踏まえた指標設定 

 地域の特性を踏まえた指標設定も検討 

 

≪ヒアリング事例≫ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組状況を分析し、推進計画の変更を検討 

 

評価指標の例 ※詳細は P.22の別紙１参照。 

・消費者市民社会の考え方を意識して商品・サービスを選択する県民の割合（静岡県） 

・消費者トラブルへの対応や消費者問題に関心のある高校生・大学生の割合（兵庫県） 

 

兵庫県の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.49,50 

・推進計画改定に当たり、座長（地域協議会会長）から評価指標設定の提案があり、

検討会において議論を開始。教育に関係しない要因で数値が変動する等という意見で

案が却下される等、試行錯誤の末に指標を設定。 

・生協発祥の地であり、大学生への消費者教育が盛んである地域特性を踏まえ、くら

しのヤングクリエーター活動認定証交付数をアウトプット指標に設定。 

 

豊中市の事例 ※別添ヒアリング事例集 P.49 

・計画策定の検討の際、評価指標についても議論したが、例えば相談件数は、災害や

社会情勢などの消費者教育以外の要因で変動することから、消費者教育の取組と適切

に相関する指標の設定が難航。 

・10か年計画の毎年度の状況把握を踏まえながら、評価指標を検討。 
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≪ヒアリング事例≫ 

≪ヒアリング事例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４．分科会としてのメッセージ 

〇本分科会でのヒアリング等を通じ、「つながり」の創出が、全世代に向けた体

系的な消費者教育の充実をもたらしていることが改めて確認された。地方公

共団体には、消費者教育コーディネーター、庁内での意見交換の場、地域協議

会等を最大限活用することが期待される。また、民間団体が草の根で果たし得

る役割も見逃せず、民間団体との連携も検討すべきである。 

〇推進計画が庁内の認識共有の素地となり、消費者教育の取組が進んでいる例

がある。ＰＤＣＡを回し消費者教育の質的・量的向上を「計画的」に図ること

が期待される。 

〇人・内容のクロスにより地域の「つながり」を増やし、消費者教育を充実させ

ることは、地域の見守りの目を増やすとともに消費者被害に遭わない消費者

を増やすことから、安全・安心な地域づくりに直結する。加えて、地産地消を

含め、消費を通じた持続可能な地域づくりにもつながるものである。さらに、

消費者教育機会の創出に伴う人と人との出会いは、互いに活力を与え、地域を

「元気にする」。 

〇SDGs の機運も高まる中、消費者問題を始めとする社会的課題を自分事として

捉える人も増えてきている。消費者教育はこうした自分自身に関わる課題の

解決につながるという認識、消費者教育の意義を、庁内、関係団体、さらには

広く地域の多様な主体において共有し、消費者教育に当事者意識を持って取

り組む人を増やしていくことが重要である。 

〇本取りまとめを、よりよい地域づくりにつなげようとする地方公共団体職員

等の方々に是非役立ててもらいたい。 

 

 

 

 

豊中市の事例 ※別添ヒアリング事例集 p.51～53 

・庁内の消費者教育関連事業の事業数を、イメージマップのライフステージ、対象

領域別に振り分け、その実施状況を把握。また、事業の回数や双方向性の観点から

効果の高い事業について、イメージマップで分布状況を把握。さらに、関係各課と

連携した事業数等を把握。 

・これらの経年での比較・分析も含め、必要な改善を検討。 
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第５．国における今後の課題 

〇地域の取組を促進するため、引き続き国において整理・検討が求められる課題

は以下のとおり。優先順位を明確にし、順次取り組んでいくことが望まれる。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い一層加速化した社会のデジタ

ル化を踏まえ、関係省庁とも連携しながら、デジタル化に対応した消費者教育

についてツール・手法も含めて検討することが必要である。 

・地域協議会や消費者教育コーディネーター等について、実効性ある運用がなさ

れている事例を収集して紹介（消費者教育コーディネーター会議も活用）。 

・市町村の規模や事情は様々であり、計画策定等においてそれぞれの実態に応じ

た検討が必要。そのため参考となる多様な規模や状況にある地方公共団体の

事例紹介や、都道府県による広域支援の好事例を収集して紹介。 

・事例紹介のほか、地方公共団体のモデル的取組の創出や、市町村における計画

策定を促進するための方策を検討。 
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（別紙１） 

評価指標の具体例 

地方公共

団体 

評価指標 目標値 

（総論的な評価指標） 

千葉県 消費者教育学習の機会が提供されていると思う県民の割

合 

30％ 

相模原市 クーリングオフ制度の認知度

※単なる名称ではなく、適用される取引条件（類型）について

も知っている人の割合 

65％ 

鹿児島県 消費者ホットラインの認知度 80％ 

愛知県 ウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」へのアクセス件数 430,000 件 

（毎年度） 

（消費者市民社会） 

静岡県 消費者市民社会の理念の普及：消費者市民社会の考え方

を意識して商品・サービスを選択する県民の割合 

59.2% 

長野県 「長野県版エシカル消費」の認知度 100％ 

（若年者への消費者教育に関する評価指標） 

兵庫県 消費者トラブルへの対応や消費者問題に関心のある高校

生・大学生の割合 

30％ 

岐阜県 消費生活に関する出前講座の小・中・高・大学生の参加者

数（累計） 

令和２年度～

令和６年度累

計 18,000 人 

（職域等への消費者教育に関する評価指標） 

鯖江市 事業所で地域・社会・環境のことを意識する事業者の割合 70％ 

（高齢者への消費者教育に関する評価指標） 

青森県 消費生活相談窓口紹介ネットワーク構築市町村数 40 市町村 
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（別紙２） 

全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会 

委員名簿 

東 珠 実 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 

岩 本 諭 佐賀大学経済学部教授 

川 野   玲 子 公益社団法人全国消費生活相談員協会理事 

（九州支部支部長） 

◎ 坂 倉  忠 夫 公益社団法人消費者関連専門家会議専務理事 

髙 岡  麻 美 玉川大学 客員教授（元府中市立府中第三中学校 

校長） 

永 沢 裕 美 子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタ 

ント・相談員協会代表理事副会長

中 村  新 造 弁護士 

萩 原  康 秋 元相模原市市民局消費生活総合センター所長 

山 崎 智 美 公益社団法人日本社会福祉士会副会長 

以上９名(五十音順、敬称略) 

◎ は 座 長 

令和２年４月１日現在 
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（別紙３） 

全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会 開催状況 

日 程 審 議 事 項 等 

令和元年 

12 月 24 日 

（第１回) 

・地方公共団体における消費者教育地域協議会の設置状況等に関する

調査結果等について

・全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会の

今後の進め方

令和２年 

２月 27 日 

（第２回) 

・地方公共団体における消費者教育推進計画の策定、計画の推進のた

めの消費者教育推進地域協議会の体制の確保等に関する取組状況

（静岡県 くらし・環境部県民生活局県民生活課） 

 消費者教育推進計画の実効性確保・推進等に関して

（庁内・広域連携及び協議会委員との連携）

（豊中市 市民協働部くらし支援課） 

 消費者教育推進計画の策定等に関して

（兵庫県 企画県民部県民生活局消費生活課） 

 評価指標の策定等に関して

・全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会の

今後の進め方

６月 22 日 

（第３回) 

・消費者教育推進計画の策定、計画の推進のための体制の確保等に関

する消費者教育推進地域協議会、消費者団体の役割等について

（消費者ネットワーク岐阜代表（岐阜大学） 大藪千穂） 

・全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会の

今後の進め方

・全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会取

りまとめに向けた論点整理

８月３日 

（第４回) 

・全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会の

取りまとめ（案）の審議

９月 18 日 

（第５回) 

・全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会の

取りまとめ（案）の審議・決定



○全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会取りまとめ①

消費者教育推進会議

【本分科会の趣旨】
全世代への体系的な消費者教育の実現に向け、地域における消費者教育の推進に資するため、消費者教育推進計画の
策定・ＰＤＣＡサイクルの確立と地域協議会の体制強化等による実効性確保のための支援方策の検討を行う。

〇人・内容のクロスにより地域の「つながり」を増やし、消費者教
育を充実させることは、地域の見守りの目を増やすとともに被
害に遭わない消費者を増やすことから、安全・安心な地域づ く
りに直結する。

○消費者教育機会の創出に伴う人と人との出会いは、互いに活
力を与え、地域を「元気にする」。

〇SDGｓの機運も高まる中、消費者教育は自分自身に関わる課
題の解決につながるという認識、消費者教育の意義を共有し、
消費者教育に当事者意識を持って取り組む人を増やしていくこ
とが重要。

分科会としてのメッセージ

そ
の
た
め
に
は
・・・

そ
の
た
め
に
は
・・・

○地域協議会や消費者教育コーディネーター等について、
実効性ある運用がなされている事例を収集・紹介。

○多様な規模や状況にある地方公共団体の事例や、
都道府県による広域支援の好事例を収集・紹介。

○地方公共団体のモデル的取組の創出や、市町村に
おける計画策定を促進するための方策を検討。

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、デジタル化
に対応した消費者教育についてツール・手法も含めて
検討することも必要。

国における今後の課題

地方公共団体が地域の担い手と連携し、

（１）「つながり」を創出するコーディネート機能
を発揮し、

（２）「計画的」に取り組んでいくこと

が期待される。

自立した消費者

＝

の育成が求められている
↓

ＳＤＧｓの達成にも資する

消費者教育

〇消費者教育は、幼児期から高
齢期までの「全世代」を対象とし
て、「体系的」に行われることが
必要。

〇多様な関係者や場がつながる
ことにより必要な教育機会を創
出することが重要。

・被害に遭わない
・より良い社会の発展
に積極的に関与する

※具体的な内容については、次項を参照
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○全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会取りまとめ②
消費者教育推進会議

〇消費者教育の充実には、異なる立場の人がつながり（人のクロ
ス）、それぞれの知識・活動を結び付けて新たな取組（内容のク
ロス）を創出することが重要。その取組の中で世代間の交流も
創出されることで、相乗効果（地域の活力向上）も期待。

①消費者教育コーディネーター

②庁内関係部局との連携の場
静岡県の事例

③地域協議会等
静岡県、豊中市の事例

④地域の消費者団体等による活動
消費者ネットワーク岐阜、兵庫県の事例

を最大限活用することが期待される。

〇消費者教育推進計画の策定
都道府県

市町村

〇ＰＤＣＡサイクルの確立
取組状況の分析、評価が行える評価指標の設定
・地域協議会委員等による意見や議論を踏まえた指標設定
・地域の特性を踏まえた指標設定も検討
兵庫県、豊中市等の事例

取組状況を分析し、推進計画の変更を検討

（１）「つながり」の創出 （２）「計画的」な取組

目標となる姿
地域協議会、庁内関係各課が連携し、地域の特性等を踏まえた内

容の消費者教育推進計画を策定する。市町村は、これまでの取組の
総括を意識して取り組む。都道府県は管内市町村の支援等を意識す
る。
計画には適切な評価指標を設定し、毎年度、適切に施策の検証、

分析、評価等を行い、課題を踏まえた事業の見直し・改善を行う。
。

目標となる姿
地方公共団体の消費者行政部局は、消費者教育コーディネー

ターを設置するほか、庁内関係部局との連携の場、関係団体等と
の結節点としての協議会を活用し、参加する庁内関係各課、関係
団体等の消費者教育への理解を深めるとともに、事業や活動自体
が消費者教育の一端を担うといった「自分事」意識を高めながら
つながりを創出し、世代間交流等による地域の活性化も見据えた
新たな消費者教育機会の創出等、コーディネート機能を強化する。
また、つながり創出を担う団体に関心を持つ。

兵庫県の事例 ヒアリング事例集p.29～34

〇「つながり」創出のため、地方公共団体は、

ヒアリング事例集p.35

ヒアリング事例集p.36～38

ヒアリング事例集p.39,40

・イメージマップを活用した不足領域の把握
・地域の特性を踏まえた内容の検討

・管内市町村の取組を支援する広域的視点の検討
静岡県の事例 ヒアリング事例集p.41～45

・実施してきた取組を消費者教育の観点で整理した計画策定
・市町村を取り巻く状況の変化を契機とした計画策定

・都道府県の計画との住み分けを意識した計画策定
豊中市、鯖江市の事例 ヒアリング事例集p.46～48

ヒアリング事例集p.49,50

豊中市の事例 ヒアリング事例集p.51～53
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ヒアリング事例集

全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会

別添

27



＜目次＞

１．「つながり」の創出について ・・・・・・・・・・・・・Ｐ．29
(１)庁内関係部局との連携の場 ・・・・・・・・・・・Ｐ．35
(２)地域協議会等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．36
(３)地域の消費者団体等による活動 ・・・・・・・・・Ｐ．39

２．「計画的」な取組について ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．41
（１）消費者教育推進計画の策定 ・・・・・・・・・・・Ｐ．41

（ⅰ）都道府県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．41
（ⅱ）市町村 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．46

（２）ＰＤＣＡサイクルの確立 ・・・・・・・・・・・・Ｐ．49
（ⅰ）評価指標の設定 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．49
（ⅱ）取組状況の分析 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．51

28



１．「つながり」の創出について

兵庫県の事例① 消費者団体と高等学校等の取組

「ひょうご消費者教育応援協定」の締結

平成22年、兵庫県消費者団体連絡協議会の会長（当時）が発案

消費者団体と高校の校長で話し合いを直接進めるなど、協定を結ぶことで協働で消費者
教育に取り組んでいくこととなった。協定締結校を増やすに当たって、兵庫県においては、
職員が管内校長会等での働き掛けを実施。現在は県内25校と協定を締結。

実現した取組② 世代間交流ワークショップ

実現した取組① 学園祭で消費者川柳の出展
協定を締結した高校の学園祭に、学生が考案・選出した消費者川柳

上位10作品を展示。当日は学生と消費者団体の高齢構成員が協力して、
学生家庭部が作成した「アクリルたわし」を、消費者センターのグッ
ズやチラシと共に配付。一日で約300人程度が来場した。

ワークショップでは、大学生が各グループのサポートに入ったことから高校生と消費者団体の高齢構成員
のコミュニケーションも上手くとれ有意義であった。また司会や活動発表を高校生も行い、主体的に参加す
る形式にしたことから満足度が高かった。

協定の取組を進める中で、消費者団体から兵庫県に「普段から協働で消費者教育を実践している大学生
にも関わってもらえないか」との話があり、兵庫県が３者をつないで実現。

《プログラム》
・活動発表（消費者団体、代表校）
・基調講演「成年年齢引下げ×SDGｓ」
・ワークショップ「未来を見据えた消費行動」

ワークショップでは、高校生、大学生、行政職員・教員、
消費者団体(高齢構成員）など5,6名で構成されたチームに分かれ
て議論、発表を行ったことにより、世代間交流の場となった。

効果・反響
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１．「つながり」の創出について

兵庫県の事例② 県と大学生協の取組

「くらしのヤングクリエーター」の養成

若者の消費者リーダーを育成するため、「くらしのクリエーター（現：くらしの安全安心推進員）」の
大学生版の養成を検討。業務上つながりのあった大学生協に提案した結果、協働による養成が実現した。

平成22年5月、兵庫県と大学生協神戸事業連合（現：大学生協事業連合関西北陸地区）
が「次世代の消費者教育・学習に関する協定」を締結。大学生協に委託を行い、大学にお
いて「くらしのヤングクリエーター」の養成講座を開催。受講して啓発活動を行っている
学生から、その証が欲しいとの声や、生協からも学生の就活にも役立つとの話があり、消
費者リーダーとして啓発活動を顕著に実施した者に認定証を交付する制度となった。

平成25年、初めて大学生（ヤングクリエーター）
が企画。人生の様々な場でかしこい選択ができる
「かしこい消費者」になるため、受け身で学ぶので
はなく、大学生が主体的に企画を立案・運営。
※参加者：大学生が132名、総勢161名。参加大学18校。

８名のチームに分かれて、基調講演「消費者市民
社会の構築のために～若者に期待すること～」につ
いて、セッションを区切って2時間のワークショップ
を行った。

実現した取組 消費者・事業者・行政によるワークショップの開催
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効果・反響

ワークショップは、平成25年の初回以降毎年開催。年々、新たな大学の学生が加わっているほか、大学
生との消費者教育を推進したい遠方の県からも、職員や大学生が見学に訪れている。

H25.5 兵庫県知事から「ヤングクリエーター活動認定証」交付

《セッションテーマ》
① 基調講演の感想や発見したこと
② 消費者が自立し行動できる社会構築のために必要なこと
③ 課題実現のために必要な「私の○○力」

結論が得られるような組立てにしたことにより活発
な議論が行われ、グループ発表を志願するグループが

相次ぎ、活気に満ちあふれた。

このワークショップにおいて、
初めて知事よりヤングクリエーターの

活動認定証の交付を行った。
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１．「つながり」の創出について

兵庫県の事例③ 大学生とACAPの取組

事業者とのワークショップ等

兵庫県が消費者教育に関する事業委託をしている大学生協に対し、事業者から「学生の意見を聞く場を設けたい」との
依頼があり、学生にも就職に向け事業者の話を聞きたいとの希望があったことから、三者で何か事業ができないか考えた。

実現した取組①「賢い選択」で”E”ライフ！
地産地消、ゴミの削減等を考えた環境にやさしい食生活をめざしたエコ･クッキング、エネル

ギーの効率的な使用のためのエネルギー機器の見学、「”Eco” ”Ethical”な社会とは？」をテーマ
にワークショップを開催。大学生27名が参加。（協力：大阪ガス株式会社）

実現した取組② ひょうご発！優しいでんき見学ツアー
朝来バイオマス発電所、宍粟市の水力・太陽光発電システムの見学を通して、エネルギーの地

産地消について学ぶきっかけ作りとして開催。大学生22名が参加。（協力：朝来バイオマス発電
所、宍粟市役所）

事業者（ACAP）と学生との意見交換会を開催。意見交換会を「消費者・事業者・行政による
ワークショップ」と同日の午前中に開催することで、午後からのワークショップにも多くの事業
者が参加。消費者対応を行っている社員が多く参加し、消費者教育に関するワークショップへの
関心が高まることで更に多くの事業者に活動が広がった。さらに、学生が事業者による取組を知
り、事業者と協働した新たな企画を提案。兵庫県の委託事業の中で実施するようになった。

効果・反響

大学生自らが取組を企画・開催することで高い満足感が得られ、かつ、自身が面白いと企画した取組であ
るから、SNSなどで参加を呼びかけ、大学生協のない大学の学生や先生も参加することで、消費者教育が多
くの大学に浸透した。さらにそこで学んだことを大学生が校内や学生間で還元したり、ホームページや街頭
啓発において発信することで、県民全体への啓発へつながった。
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効果・反響

１．「つながり」の創出について

兵庫県の事例④ 大学生と漁協の取組

地産地消を学ぶ講座開設と地元食材を活用したメニュー開発

大学生から、平成30年２月に開催した「消費者・事業者・行政によるワークショップ」の
企画時に、ワークショップで考案された取組を実現したいと提案があった。

ワークショップで漁協・コープこうべ職員が参加した班から提案された取組を、翌年度
に３者（消費者・事業者・行政）で実現。行政が大学生や漁協、コープこうべの橋渡し役
となり実現に向けた会議を複数回開催し、細かい企画内容を詰めた。

日頃できない体験を交えたことで、地産地消の大切さや人や社会、環境へ及ぼす影響をより身近に感じ
ることができた学生が多かった。１日の学習、体験を通しての感想や自大学でいかしたいこと、やりたい
ことを最後に話し合うことで、今後の活動へつながりやすくなった。

実現した取組 地産地消を学ぶ体験学習

• 食品選択において賢い選択をする重要性や社会や環境への影響
を学び、よりよい食品選択につなげることを目的に、地産地消
をテーマに「地産地消セミナー」を開催。 大学生25名が参加
し、県漁協水産加工センターで魚の選別体験・競り模擬体験を
し、県水産会館で調理・実食し、グループワークを行った。

セミナーの情報は各自が生協に持ち帰り、
他の学生委員や学生組合員に拡散。
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効果・反響

１．「つながり」の創出について

兵庫県の事例⑤ 行政と生協の取組

宅配時の啓発チラシ配布

兵庫県は生協発祥の地であり、生協組合員は約370万人、県民の約７割を占めていること、営利を目的と
しない協同組合であることなどから、行政と生協の協働による取組は各方面で行われてきた。平成23年に
福祉施策として始まったコープこうべの弁当宅配事業は高齢組合員の利用が多いことから、コープこうべと
市町が協定を締結し、宅配時に弁当と一緒に無償で啓発チラシ配布の取組を行っていた。

県ではコープこうべと協定を締結し、協定を締結していない市町の高齢者へも必要な情報
が届くよう、チラシの配布に取り組むこととした。

ネット等を見ない高齢者でも、弁当と一緒に届けられるチラシは必ず目にすることから、高齢者向け啓
発ツールとして確立してきた。高齢者以外への商品の宅配時に、啓発講座やイベントのチラシを地域限定
で配布してもらうようにもなった。

実現した取組 宅配時の啓発チラシ配布

• 市町での配布は平成24年から始まった。県は平成26年から継
続的に依頼をしており、高齢者月間（９月）を含め年４回程
度配布している。

• 県の配布先はコープこうべと協定を結んでいない市町とし、
県全域をカバーして啓発することとしている。配布先は毎回
コープこうべと協議している。
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ポイント

１．「つながり」の創出について

（１）庁内関係部局との連携の場

静岡県の事例（消費者行政の推進体制）
消費者教育は幅広い分野に関係していることから、消費者行政部局の事業だけでなく、関係各課で
実施している関連教育に消費者教育の視点を取り入れてもらい、消費者教育に広がりをもたせるこ
とが必要であると認識。
第二次計画の策定に併せ、消費者行政の推進体制として、関係各課で構成される消費者教育関連事
業ワーキングを設置。情報共有の場として機能（年１回程度開催）。

取組について情報共有することにより、関係各課の事業も消費者教育の一つであることの位置付け・意
識付けになり、これまでつながりのなかった関係課とのつながりができた。

▶「エシカル・ラボ inしずおか」でのブース出展
お茶振興課、環境政策課、その他庁内７つの課

に声掛けし、持続可能性を持った茶草場農法によ
るお茶の試飲や、地球温暖化防止の県民運動の紹
介等の協力を得られた。

▶「学校における食育推進検討会」への参画
ワーキングの構成員である教育委員会事務局健

康体育課から依頼があり検討会に参画することで、
学校での食育推進にエシカル消費の普及啓発も併
せて行えるよう提言することができた。

静岡県の推進体制
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ポイント

１．「つながり」の創出について

（２）地域協議会等

静岡県の事例（地域協議会との連携）

ふじのくに消費者教育県域協議会には、大学関係者、教育委員会（義務教育課、社会教育課、
高校教育課、特別支援教育課）等が構成員として参画（年３回開催）。
地域特性を踏まえ、県民生活センター単位に地域連絡会・連絡会議を設置（年２回開催）。
※地域連絡会・連絡会議は消費者教育推進法上の消費者教育推進協議会ではなく、地域の取組推進のための意
見交換等の会議。
地域の実情に応じた消費者教育を推進する拠点として、意見交換会、研修を実施（構成員：管内
の市町の消費者行政部局職員、消費者団体、弁護士会、学校関係者等）。
各団体の取組状況、県の取組内容、先進事例、消費者教育推進計画の策定手法等について周知。
地域連絡会・連絡会議の取組については、ふじのくに消費者教育県域協議会に情報を共有。

教育委員会が参画することで、消費者教育の課題等の情報を共有することができ、良好な関係を構築。
この関係性から、大学と教育委員会の打合せの場で、消費者教育の説明を実施する機会が得られ、免許
状更新講習の選択領域の一つとして消費者教育の講座を新設。
さらに、ふじのくに消費者教育県域協議会の大学教授等
に働き掛けることにより、新たな免許状更新講習の場が
創出（協議会委員との連携）。
一定の市町にて消費者教育推進計画の策定、消費者教育
推進地域協議会の設置が促進。

免許状更新講習の様子

36



１．「つながり」の創出について

（２）地域協議会等

豊中市の事例

消費生活審議会の委員に働き掛け、委員の所属団体と連携した取組を創出している。

民生委員等の地域で福祉活動を実施している者が集まる地域福祉ネットワーク
会議（地域包括ケアシステム推進総合会議（消費者安全確保地域協議会の専門
部会））において、特殊詐欺等の消費者被害の情報を提供し、地域での被害防
止の取組につながるよう連携を図っている。

• 高齢者被害のプロジェクトチーム（大阪弁護士会）の弁護士と消費者安全確保地域協議会との見守りに関する意見交換会
を実施
▶弁護士会における高齢者被害防止の取組、豊中市における特殊詐欺被害防止及び高齢者の見守り活動の取組等につい
ての意見交換。

• チェーンストア協会所属の委員を介して、加盟店舗における被害防止に関する啓発（資料配布）を実施
▶消費生活審議会委員（事業者委員）の協力により、啓発情報等の配架場所にチェーンストアの店舗を新たに追加。

• 商工会議所での新人社員研修での消費者教育講座の実施
▶消費生活審議会委員（事業者委員）の協力により、商工会議所で実施している新入社員を対象とした研修で、出前講座
を実施。

• 消費者安全確保地域協議会（地域福祉ネットワーク会議含む）の構成員を通じた出前講座
（くらしのひろば）の実施協力
▶消費者安全確保地域協議会の定例会議で事業申込案内を行い、構成員の所属組織（民生
委員役員会、校区福祉委員会の役員会や包括支援センター、介護サービス事業者など）
の協力により、地域のひとり暮らし高齢者等に簡易型自動録音機を配布し特殊詐欺被害
防止啓発をする「特殊詐欺被害防止セミナー」を実施している。
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豊中市の推進体制イメージ

ポイント

消費生活審議会の委員と連携することで、消費者教育の取組が拡大。
消費生活安全確保地域協議会といかに連携していくのかといった視点で取り組むことが必要。
消費生活安全確保地域協議会で様々な情報を共有することで連携の強化が図られている。
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ポイント

１．「つながり」の創出について

（３）地域の消費者団体等による活動

消費者ネットワーク岐阜の事例
岐阜県、岐阜市の地域協議会の委員として、それぞれに県、市の取組状況を共有。
→住み分けを意識しているわけではないが、県でカバーできていない中学生向けの講座を市が
実施。
審議会の委員として、また消費者団体として、消費者行政部局に対して、消費者
教育の必要性、事業の創設を働き掛け。
→消費者教育推進地域協議会の必要性の認識、岐阜県のモデル校事業の創設 等
県のモデル事業等を管内の市町村に周知し、活用の促進、事業創設の働き掛け。

協議会の委員、地域の消費者団体として、事業の創設、消費者教育の必要性を働き
掛けることは有用。
県⇒消費者団体⇒市のように、間に消費者団体が入ることで必要な働き掛けができ、
必要性の理解促進につながる。
特に小規模な市町村では、消費者行政部局単独での取組は難しいことから、庁内連
携の橋渡し役として機能。
地域の消費者団体と連携・活用した取組を進めることも一案。（地域の消費者教育
の充実のため、このような消費者団体の支援を意識することも望ましい）

岐阜市の出前講座事業（中学生向けライフ＆マネープラン授業）の講師派遣サ
ポート（岐阜市の事業を承継）と、他の地方公共団体への周知。
県、市との懇談会の実施を通して、消費者教育の必要性の働き掛け（県:年１回、
市町村:年２回）
市町村との懇談会では、消費者教育、消費者教育地域協議会・消費生活センター
設置のノウハウ等を理解してもらうとともに、福祉部局も同席してもらって、消
費者教育、庁内連携の必要性を働き掛け（庁内連携の橋渡し）。

消費者ネットワーク岐阜と市町村との懇談会

消費者ネットワーク岐阜版
ライフ＆マネープラン授業
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１．「つながり」の創出について

（３）地域の消費者団体等による活動

兵庫県の事例
• 「くらしのヤングクリエーター」が学生団体「スマセレ」を設立（現：NPO法人スマセレ）。大学
卒業後も大学生の参加を呼び掛け、学生目線による消費者教育を展開。県事業委託先である大学生
協が、事業の一部（※）をスマセレに依頼。大学生協のない大学の学生が消費者教育に興味を持つ
ことができた。

これまでの取組が、既存の枠組みを超えて継続した取組につながり、消費者教育の裾野が広がっている。
「くらしのヤングクリエーター」事業から、NPO法人設立により、大学生、社会人に向けた新たな取組
や、県・消費者団体等と連携した取組を創出。
※本事例集P３で紹介した世代間交流のワークショップへの参加等

スマセレ代表は「くらしのヤングクリエーター」として
多くの取組を実践してきた経験があり、行政や事業者と
の繋がりや企画力をいかして学生が興味を持つ面白い企
画を提案。多くの学生が参加している。

※新入生向け啓発リーフレットの作成や消費者教育に関
するセミナーや学習会の開催、小中学生、高校生向けの
啓発チラシの作成など。

NPO法人スマセレの取組～SDGsを共通言語としたプラットフォームづくり「SDGs Café」（2019年１月～）

• カードゲーム等のツールも導入し、 過去14回、兵庫県を中心に大阪府などでも開催（～2020年７月）
• 大学生だけでなく、中高生、教員、大企業の人事担当者や中小企業経営者等200人以上が参加。
• 参加をきっかけとした社内研修や出前授業などの依頼も多く、消費者志向経営ができる事業者育成、エ
シカル消費など消費者市民社会の形成に向けた消費者教育につながっている。

• 今後はつながりを広げ、多様な主体と連携したイベントの開催、イノベーションにつなげていくための
「SDGs CLUB」や「SDGs Lab」を開催予定。

ポイント
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ポイント

ポイント

２．「計画的」な取組について

（１）消費者教育推進計画の策定 （ⅰ）都道府県

静岡県の事例①（イメージマップの活用）
静岡県の消費者教育の計画策定に向けた第一歩は、取組状況を把握分析するところからスター
ト。行政や各団体等の既存の取組状況をライフステージと対象領域に落とし込み、取組が不足
する部分を洗い出した結果、消費者市民社会の構築と情報とメディアの領域の取組の不足が明
らかとなった。

イメージマップは取組の現状・課題把握に有用で、不足領域の洗い出しなど、計画策定の一助と
なる。

静岡県の事例②（地域の特性を踏まえた内容）
第一次静岡県消費者教育推進計画策定の際、静岡県らしさ（地域特性を踏まえた内容）を盛り
込むことを考えた（ふじのくに消費教育研究会における議論）。

防災先進県であり、製造業などの経済活動が活発なモノづくり県であることから、イメージ
マップに地域特性を踏まえた視点を追加。
・「消費者市民社会の構築」
・本物を見極めモノの使い方を理解し大切にする心を育む
・「生活の管理と契約」
・災害時に適切な消費行動がとれる力

PDCA
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イメージマップでの事業整理
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静岡県版「消費者教育体系イメージマップ」

特に若者 成人一般 特に高齢者

様々な気づきの体験を
通じて、家族や身の回
りの物事に関心をも
ち、それを取り入れる
時期

主体的な消費者行動、
社会や環境の興味を通
して、消費者としての
素地を形成される時期

消費者行動の範囲が広
がり、権利と責任を理
解し、トラブル解決能
力を育む時期

生涯を見通した管理や
計画の重要性、社会的
責任を理解し、主体的
判断力を高め、国際的
な視点も養う時期

生活全体において自立
を勧め、消費者として
のライフスタイルや価
値観を確立する時期

精神的ににも経済的に
も自立し、持続可能な
社会を実現すべく市民
としての役割を担う時
期

個々の状況に応じ、周
囲の支援を受ける場面
はあるものの持続可能
な社会形成の牽引力と
なる時期

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

商
品
等
の
安
全

生
活
の
管
理
と
契
約

情
報
と
メ
デ

ィ
ア

成人期
幼児期 小学校期 中学生期 高校生期

各期の特徴

重点領域

消費がもつ
影響力の理解
消費がもつ
影響力の理解

持続可能な
消費の実践

消費者の参画・
協働

商品安全の理解
と危険を回避する
能力

トラブル対応能力

契約への理解と
考える態度

生活を設計・管
理する能力

情報の収集・発
信・活用能力

消費生活情報に
対する批判的思
考力

情報社会のルー
ルやトラブルの理
解

おつかいや買い物をす
すんでしてみよう

ゴミを少なくする工夫を
考えて行動しよう

協力することの大切さ
を知ろう

くらしの中の危険や、も
のの安全な使い方に気
づこう

困ったことがあったら身
近な人に伝えよう

約束やルールを守ろう

欲しいものがあったとき
は、よく考え、時には我
慢することをおぼえよう

身の回りのさまざまな
情報に気づこう

身の回りの情報から
「なぜ」「どうして」を考
えよう

自分や家族の情報を
守ることの大切さに気
づこう

消費を、めぐるものとお
金の流れを考えよう

環境にやさしいくらしを
しよう

身近な消費者問題に
目を向けよう

危険を回避し、ものを
安全に使う手がかりを
知ろう

困ったことがあったら身
近な人に相談しよう

約束や規則の大切さを
知り、考えよう

消費に関する生活管理
のスキルを身につけよう
お小遣いを考えて使おう

消費に関する情報の集
め方や選択の大切さを
知ろう

消費生活情報の目的
や特徴、活用の仕方を
知ろう

自分や知人の個人情
報を守ろう
情報社会のマナーを知
ろう

消費者行動が環境や
経済に与える影響を考
えよう

地域や内外の社会に
やさしいくらしをしよう

身近な消費者問題や
社会課題の解決につ
いて考えよう

危険を回避し、ものを
安全に使う手段を知ろ
う、使おう

トラブルの解決や法律
や制度、相談機関を知
ろう

契約とそのルールを知
り、よりよい契約の仕
方を考えよう

消費に関する生活管理
のスキルを活用しよう
買い物や貯金を計画的
にしよう

消費生活に関する情
報の収集と発信のス
キルを身につけよう

消費生活情報の収
集、評価、選択を通じ、
意思決定の大切さを
知ろう

情報社会のルールを
知ろう、使おう
情報社会のルールを
守ろう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響を考えよう

国内や国際的地球規模
の環境、経済、社会に
関心をもち、持続可能な
社会を目指そう

身近な消費者問題その
他の社会課題の解決に
協働して取り組もう

安全で危険の少ないく
らしと消費社会を目指
すことの大切さに気づこ
う

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
法を知ろう

契約とそのルールを活
用し、よりよい契約の
仕方を目指そう

生活設計を立ててみよ
う
経済的危機への対応
を知ろう

情報と情報技術の適
切な利用法や国内だ
けでなく国際社会との
関係を考えよう

消費生活情報の適切
な活用と意思決定のプ
ロセスや社会との関連
を理解しよう

トラブルが少なく、マ
ナーが守られる情報社
会を目指そう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響を考える習
慣をつけよう

持続可能な社会を目指
したライフスタイルを探
そう

消費者問題その他の社
会課題の解決に向けた
行動の場を広げよう

安全で危険の少ないく
らし方をする習慣をつ
けよう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
する習慣をつけよう

契約の内容・ルールを
よく確認して契約する
習慣をつけよう

生涯を見通した計画的
なくらしを目指して生活
設計・管理を実践しよう

情報と情報技術を適
切に利用する習慣を
身につけよう

消費生活情報を主体
的に吟味する習慣をつ
けよう

情報社会のルールと
マナーを実践する習慣
をつけよう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響に配慮して
行動しよう

持続可能な社会を目指
したライフスタイルを実
践しよう

地域や職場で協働して
消費者問題その他の社
会課題を解決しよう

安全で危険の少ないく
らしと消費社会をつくろ
う

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
しやすい社会をつくろう

契約とそのルールを活
用し、くらしに生かそう

経済社会の変化に対応
し、生涯を見通した計
画的なくらしをしよう

情報と情報技術を適
切に利用するくらしを
しよう

消費生活情報を主体
的に評価して行動しよ
う

トラブルが少なく、マ
ナーが守られる情報
社会をつくろう

消費者行動が環境、経
済、社会に与える影響
に配慮することの大切
さを伝え合おう

持続可能な社会に役立
つライフスタイルについ
て伝え合おう

支え合いながら協働し
て消費者問題その他の
社会課題を解決しよう

安全で危険の少ないく
らしの大切さを伝え合
おう

支え合いながらトラブ
ル解決の法律や制度、
相談機関を利用しよう

契約トラブルに遭遇し
ない暮らしの知恵を伝
え合おう

生活環境の変化に対
応し支え合いながら生
活を管理しよう

支え合いながら情報と
情報技術を適切に利
用しよう

支え合いながら消費生
活情報を上手に取り入
れよう

支え合いながら、トラブ
ルがなく、マナーが守ら
れる情報社会をつくろう

本物を見極めモ
ノ（注）の使い方を
理解し、大切に
する心を育む

災害時に適切な
消費行動をとれ
る力

モノを丁寧に扱おう

本物にふれ、モノの価
値を理解しよう
ものづくりを体験しよう

消費行動がものづくり
に与える影響を考えよ
う

自分や社会にとって、
よりよいモノとは何か
考えよう

よりよいモノを選択する
消費行動をとる習慣を
つけよう

よりよいモノを選択する
消費行動を実践しよう

よりよいモノを選択する
消費行動について伝え
合おう

あわてないで行動しよ
う

普段から、あわてない
で行動しよう

非常時の消費行動を
考えてみよう

非常時に落ち着いて消
費行動をしよう

日ごろから非常時に備
えた消費行動をしよう

冷静な消費行動の大
切さを伝えよう

普段と違う状態でも、
あわてず冷静な行動を
しよう
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２．「計画的」な取組について

（１）消費者教育推進計画の策定 （ⅰ）都道府県

静岡県の事例③（市町村等の取組を支援する広域的な視点）
管内の市町における課題を共通課題、地域特性の課題として整理・分析。

共通課題：①学校における消費者教育の推進
②消費者教育を担う人材不足

PDCA

ポイント

共通課題等に対応するため、公立高等学校への出前講座事業、人材バンク構築による講師派遣事業の
創設。
必要な支援として、センター毎に設置している連絡会議等において事例等を発信。
計画策定等の際には、協議会の構成員として県職員が参画し、スケジュール管理、協議会設置時の委
員選定、策定の手法等、詳細なアドバイスを実施（現在計画策定を目指している市町に支援を実施）。

目標項目 基準値
（2016年度）

目標値
（2021年度）

消費者教育推進計画の策定市町数 ５市町 11市町

消費者教育推進地域協議会の設置市町数 ３市町 11市町

地域での消費者教育充実のため、静岡県消費者教育推
進計画において、消費者教育推進計画策定市町数、消
費者教育推進地域協議会設置市町数を設定。

課題 課題

共通課題
①学校における消費者教育の推進

②消費者教育を担う人材の不足

地域課題

東部：小規模な市町が多く、これらの市町では一人の職員が多くの職務を兼務していることから、
人材の育成等消費者教育の推進体制を整えることも課題。 等

中部：多数の大学が立地していることから、大学生の数も他地域と比較して最も多くなっており、
大学生に対する消費者教育の推進が必要。 等

西部：外国人が多く在住していることから、外国人への消費者教育の機会提供を進める必要。

地域課題等の分析状況 （静岡県消費者教育推進計画から）
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２．「計画的」な取組について

（１）消費者教育推進計画の策定 （ⅱ）市町村

豊中市の事例
消費は生活全てに関わり消費者行政部局だけでは限界。関係各課の多様な分野において消費者の自立、消費者市民社会の
構築を目指した。
各分野での取組を整理し、総合的かつ一体的に推進する計画の必要性を関係課に訴えて計画づくりを開始。
計画策定に当たっては、関係各課で構成される消費者教育推進計画連絡会議・実務担当者会議（年２回）及び課長級を構
成員とする連絡会議（年３回）において、検討を実施。（計画策定後も、取組について意見交換等する場として機能）
関係各課の職員も消費者としての当事者意識が低いことから、職員への消費者教育も意識。
計画の重点目標として、①若年者への消費者教育②高齢者への消費者教育に加え、③関係各課等との連携を掲げた。

PDCA

ポイント

人員や予算増がない中、新たに何かを創る視点よりも、これまで市全体で実施してきた取組を整理し
体系的にまとめることを起点に、総括する形で計画を策定（できることを取り入れた計画）。その上
で国の方針を踏まえて、徐々に改善を加えていく方針。
計画を策定することで、消費者教育の必要性が明確になり、関係各課（財政課含む）との連携・協働
等が促進。
２年かけて計画を策定したことで職員への啓発・情報共有が図れ、庁内の連携の輪の拡がりや職員の
消費者教育に関する意識の醸成が図られた（事業間のつながりが意識されるようになった）。
各分野での消費者教育の気付きを促す形で、関係各課に過剰な負担を求めなかったことで、良好な関
係を築け、連携した取組が促進。（特殊詐欺被害防止の啓発活動：特別定額給付金に関連した特殊詐欺被害防止のため、
環境担当部局と連携して市内を巡回する再生資源収集車を活用し、注意を呼び掛け）

一方、消費者教育に関しての掘り下げた議論までには一定の時間が必要。

計画策定の目的と目指すべき姿

これまでの市の消費者教育の取組を体系的に整理し、
市民や事業者、市民活動団体、関係機関と総合的かつ
一体的に推進する

「学び、考え、行動する消費者を育み、
消費者市民社会の構築をめざす」

計画策定の目的 目指すべき姿
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２．「計画的」な取組について

（１）消費者教育推進計画の策定 （ⅱ）市町村

鯖江市の事例

2019年７月にSDGｓ未来都市及び自治体SDGｓモデル事業に選定され、本事業の推進の１つとして消費者教育推進
計画の策定を掲げた。
産業力のある鯖江市の特徴である、産業・消費者が密接に関わり合える地域性をいかし、消費者・事業者双方がＳＤ
Ｇｓを意識して取り組むことにより、安全・安心で持続可能な消費者市民社会を目指すため、消費者教育推進計画の
策定を実施。
計画策定の準備として、市民、事業者、市内小中学校の教職員に対しアンケートを実施。
策定委員会の議論を踏まえ、福井県消費者教育推進計画の重点目標とは別に地域特性をいかした２つの目標を設定。
①世代間・地域間交流の中での消費者教育の充実（世代間交流が地域活性にもつながる）
②持続可能な消費者市民社会「めがねのまちさばえ」の推進

計画実施のためには、関係各課との連携が必要なため、計画策定中の段階から案を協議。

PDCA

若者、一般成人、高齢者と分けて考えがちだが、互いに情報や
対策法を共有し価値を高めていくインタラクティブ（双方向）
な関係性がある。
先生がいて教える時代ではない。皆が先生であり学生であって
相互に交流しながら得るものがたくさんある。
高齢者を消費者被害者予備軍と捉えることは狭い考えだと思う。
高齢者自身にも消費者被害防止の担い手としての役割がある。
消費者教育の中心は、魅力や活力のある地域にするため、若者
をどう育てていくかである。長期的な視点で、高齢者の消費者
被害防止のため、若者が地域の中で伝えていける教育や、地域
経済を支えるための意識の向上が要となる。

策定委員コメント（世代間・地域間交流）

エシカル教育
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ポイント

社会への変化や、地方公共団体の環境の変化等を捉えての計画策定。
市民に近い立場から、地域特性を考慮した重点目標の設定。
SDGｓの目標達成に向け、既に様々な取組があるため計画策定は不要と考えていたが、教員等へのア
ンケートを通じ、学校では、トラブルの現状を身近な事例として児童・生徒に知ってもらうための消
費者教育の重要性を訴える声が多く、これまでの取組だけでは不十分で、体系的に消費者教育を推進
するため計画策定は不可欠かつ重要であると認識。
担当行政職員、策定委員の意識がレベルアップし、今後の施策の展開意欲が向上したことは、計画策
定の意義があった。
施策展開のハードルが高くなると危惧されるが、課題、必要とされる事項の実態を知り、地域特性を
いかしながら、地道な施策を展開していくことが、消費者教育・計画の策定に有効。

鯖江市消費者教育推進計画の重点項目

１．地域・社会・環境を配慮する消費者意識の醸成

２．幼児期から高齢期までの切れ目ない消費者教育の提供

３．世代間・地域間交流の中での消費者教育の充実

４．高齢者の消費者トラブルの撲滅

５．持続可能な消費者市民社会「めがねのまちさばえ」の推進

エシカルな認証やマークを探そう

伝統野菜見学(上） 収穫指導(下）
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２．「計画的」な取組について

（２）ＰＤＣＡサイクルの確立 （ⅰ）評価指標の設定

兵庫県の事例
重点取組項目ごとにアウトカムで１つ、アウトプットで２つの評価指標を設定（第２次計画兵庫県消費者教育推進
計画から）。
消費者教育の推進に関する基本的な方針の中間見直しを踏まえ、兵庫県の計画での評価指標の設定について意見
（消費者教育推進地域協議会の会長からの意見により、検討会での検討を開始）。
重点目標ごとに事務局案を作成したが、検討会委員から
▶ 消費者教育と関係ない部分で指標に係る数値が変動する
▶ 苦情相談あっせん解決率は、行政のサポート事業であって、被害に遭う確率を減らすための教育とは関係ない
とのコメントがあり、事務局で検討を重ねた。

PDCA

ポイント

評価指標原案を作成する検討会の委員の指摘を踏まえ、事務局において検討を重ねて評価指標を設定
（数値としてとれるものを検討会で議論）。
消費生活センターに相談することを意識付けることで支払いの未然防止につなげる観点で、「消費者
トラブルで既に支払いをしている割合」を、アウトカム指標に設定。
大学生への消費者教育が盛んである地域特性を踏まえ、アウトプット指標として「くらしのヤングク
リエーター活動認定交付数」を設定。

ポイント

豊中市の事例
評価指標の議論を実施したが、消費者教育の成果として相関性のある指標を見つけるのが困難。
例えば、相談件数でみると、自然災害、事件・事故等の社会現象等による影響が大きく出る可能性。

計画には評価指標は盛り込まず、10年間の計画期間の中で、毎年度の年次報告を踏まえながら、評価指
標の策定を検討。
一方、審議会からは評価指標の確保についての指摘。 
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重点取組項目 目標 目標値
（平成28年→令和２年）

成年年齢引下げ等に伴う若年
者への消費者教育の推進

消費者トラブルへの対応や消費者問題に関心のある高校生・大
学生の割合

６％未満 → 30％

くらしのヤングクリエーター活動認定証交付数 130人 → 200人（累計）

消費生活総合センターが実施する教員向け研修の開催回数 ４回/年 → ８回/年

消費者被害に遭いやすい高齢
者・障害者や周囲への消費者

教育の強化

消費者トラブルで既に支払いをしている人の割合 19％ → 15％

くらしの安全安心推進員による啓発活動数 588回/年 → 1,000回/年

最新の手口や対処法を掲載した事例集等の配布数 １万部 → ３万部（累計）

社会や環境を意識した消費行
動の醸成

倫理的消費を意識した行動をしている県民割合 ― → 60％

倫理的消費に取り組む団体等と協働で取り組んだ事業数 ― → 50回（累計）

県による倫理的消費や消費者志向経営に関する情報発信数 ― → 20回/年

兵庫県の評価指標
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ポイント

２．「計画的」な取組について

豊中市の事例

年次報告で市全体の消費者教育関連事業について、ライフステージ、多様な場等の傾向や前年度との比
較などによる進行管理を実施。
イメージマップ等を活用して、以下の観点で進行管理。経年での比較を実施。

イメージマップを活用することで、事業の分布状況を把握できる。
一方、イメージマップだけでは事業の効果を図ることはできないことから、評価の在り方等については
今後の課題。
毎年度の年次報告を通じた進行管理により、必要な改善を図る（取組の改善を含む）。

PDCA
（２）ＰＤＣＡサイクルの確立 （ⅱ）取組状況の分析

① 消費者教育が育むべき領域及びライフステージ別の消費者教育事業数の比較
→市全体の事業をイメージマップの対象領域、ライフステージにプロットして件数を把握、各事業をグラフ化
して件数比較

② 主な消費者教育事業の領域及びライフステージ別の体系図比較
→事業の双方向性、動員数等、効果が大きい事業に着目して事業をピックアップ、イメージマップに落とし込
み、事業の分布を把握

③ 消費者教育に係る連携・協働の取組状況比較
→関係各課と連携した取組、関係相談窓口等へ相談者をつないだ件数を把握
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資　料　編

１．平成30年度の消費者教育関連事業一覧
　豊中市における平成30年度（2018年度）の消費者教育関連事業について、消費者教育が育むべき領域や成人期等のライフステージ、学校・地域等の多様な場、実績等の全庁調査をし、その結果は以下の

とおりとなりました。事業数は83事業あり、環境や人権等で様々な分野が関連する「消費者市民社会の構築」の領域が最も多く、ライフステージ別には「成人期」を対象とする事業が多く、実施される場では「地域」

 での事業が多く見られました。

特
に
若
者

成
人
一
般

特
に
高
齢
者

障
害
者

外
国
人

そ
の
他

消費者市民社会の構築 ● ● ● ●

商品等の安全 ● ● ● ●

生活の管理と契約 ● ● ● ●

情報とメディア ● ● ● ●

消費者市民社会の構築 ● ● ● ●

商品等の安全 ● ● ● ●

生活の管理と契約 ● ● ● ●

情報とメディア ● ● ● ●

消費者市民社会の構築 ● ● ●

商品等の安全 ● ● ●

生活の管理と契約 ● ● ●

情報とメディア ● ● ●

消費者市民社会の構築 ● ● ●

7回　256人 商品等の安全 ● ● ●

3回　95人 生活の管理と契約 ● ● ●

情報とメディア ● ● ●

消費者市民社会の構築 ● ● ● ● ●

商品等の安全 ● ● ● ● ●

生活の管理と契約 ● ● ● ● ●

情報とメディア ● ● ● ● ●

消費者市民社会の構築 ● ● ●

商品等の安全 ● ● ●

生活の管理と契約 ● ● ●

情報とメディア ● ● ●

11
消費者

啓発事業

くらしの中の身近
な話題を通して消
費者問題等につ
いて講座により啓
発します。また、
高齢者の消費者
被害を未然に防
止し、早期発見に
向け、くらしの再
建パーソナルサ
ポート連絡会議、
豊中市ライフセー
フティネット総合
調整会議、地域
福祉ネットワーク
会議等で連携を
図ります。

重
点
領
域

再
掲

大学等での消費生活情報
の提供や消費者教育出前
教室等の実施

成人式での啓
発チラシの配
布

・成人式での啓発チラ
シの配布
・大阪大学学園祭で啓
発チラシ配布
・大阪大学学生セン
ター・生協での啓発資
料の留置配布

重
点
領
域

再
掲

地域福祉ネットワーク会議
出席回数

14回 14回

重
点
領
域

28
くらしのひろば〈移動消費者教
室
出前教室〈広報広聴課受付〉

14回　319人
4回　137人

25 くらしの教員セミナー 2回　25人

4回　265人 2回　127人

重
点
領
域

消費生活セミナー

学校における啓発事業 89回　3,070人 81回　2,840人

重
点
領
域

27

3回　22人

重
点
領
域

幼
児
期

小
学
生
期

中
学
生
期

高
校
生
期

成人期 配慮を要する

学
校

地
域

家
庭

事業の対象者（複数選択可） 様々な場

職
域

事業の内容 平成29年度
実績

平成30年度
実績

消費者教育の
育むべき力（領域）

細
事
業
整
理
№

事業名称
（細事業名）

事業の目的

個
別
事
業
整
理
№

24

幼児 小学生 中学生 高校生
成人
一般

特に
若者

特に
高齢

小計 障害者 外国人 その他

消費者市民社会 27 43 38 32 62 19 19 240 10 3 1

商品等の安全 14 17 17 13 35 14 14 124 8 2 1

生活の管理と契約 12 23 20 15 36 13 17 136 10 2 1

情報とメディア 10 16 15 12 26 13 16 108 6 2 0
※ 全事業数： 83

図表 平成30年度消費者教育関連事業数(消費者教育が育むべき領域及びライフステージ別)

表 消費者教育関連事業数（消費者教育が育むべき領域及びライフステージ別）

ライフステージ
及び様々な場

消費者教育
が育むべき領域

ラ イ フ ス テ ー ジ 別 事 業 数 特性に配慮した事業数

学校等(学校教育内の
消費者教育事業数は除く)

成 人 期 配 慮 対 象

27

43
38

32

62

19 19
14 17 17

13

35

14 1412

23 20
15

36

13
17

10
16 15 12

26

13 16

0

20

40

60

80

幼児 小学生 中学生 高校生 成人
一般

特に
若者

特に
高齢者

図 消費者教育が育むべき領域及び
ライフステージ別の事業数

消費者市民社会 商品等の安全 生活の管理と契約 情報とメディア

10
3 1

8
2 1

10
2 1

6 2 0
0

10
20
30
40

障害者 外国人 その他

図 消費者教育が育む
べき領域別の特性
に配慮した事業数

消費者市民社会
商品等の安全
生活の管理と契約
情報とメディア

図 平成30年度の主な消費者教育関連事業の体系図(消費者教育が育むべき領域及びライフステージ別)

【様々な場（学校・地域・家庭・職域）において】

小 学 生 中 学 生 高 校 生 大 学 生 成 人 一 般
特に
若者

特に
高齢
者

● ●

環 境学 習の 推進
( ク ル マ 大 集 合 )

環 境 学 習 の 推 進
( 出 前 講 座 、 ESD セ ミ ナ ー 他 )

省ｴﾈ推進事業(省エネ相談会)

● ●

消 費 生 活 セ ミ ナ ー ● ●

くらしのひろば(移動消費者教室) ●

● ●

高校等への情報提供 大学等への情報提供 ●

くらしの安心メールによる情報発信 ●

● ●

● ●

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
介 護 予 防 地 域 教 室

●

● ●

● ●

●

● ●

●

●

水道出前教室 水 道 出 前 教 室

地 域 福 祉 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 ●

食 育 関 連 事 業 （ 「 食 育 推 進 の た め の 安 全 安 心 ハ ン ド ブ ッ クⅢ の 活 用 」 「 食 育 プラ ス ワ ン シ ー トの 配布 」）

自 殺 対 策 事 業 （ 自 殺 に 関 す る 知 識 等 の 普 及 啓 発 ）

薬 局 等 の 許 可 届 出 ・ 監 視 指 導 （ 出 前 講 座 ・ 啓 発 キ ャ ン ペ ー ン )

薬 物 乱 用 防 止 啓 発 （ 出 前 講 座 ・ 啓 発 キ ャ ン ペ ー ン )

食 品 衛 生 事 業 ( 講 習 会 ・ 啓 発 街 頭 キ ャ ン ペ ー ン 他 )

育む
べき
領域

幼 児

消

費

者

市

民

社

会

の

構

築

広 報 と よ な か ・ ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ る 情 報 発 信

豊 中 市 民 環 境 展

ご み 減 量 啓 発 事 業 ( 地 域 説 明 会 ・ こ ど も 園 他 )
絵 本 「 き ょ う の き ゅ う
し ょ く な ～ に か な 」

市 民 公 益 活 動 サ ロ ン 主 催 事 業

多 文 化 共 生 施 策 の 推 進 （ 外 国 人 市 民 へ の 生 活 相 談 ）

学 校 へ の 出 前 教 室

出 前 講 座 ( ア ル コ ー ル ・ 薬 物 依 存 関 係 )

学校副読本「くらしのノート」

消 費 生 活 情 報 紙 「 く ら し の 情 報 」 に よ る 情 報 発 信

く ら し か ん 祭 り

生 活 ひ ろ ば 事 業

障 害 者 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 事 業

感 染 症 予 防 事 業

豊 中 市 伊 丹 市 ク リ ー ン ラ ン ド 環 境 学 習 の 推 進 ( 施 設 見 学 会 ・ 出 前 講 座 他 ）

①消費者教育が育むべき領域及びライフステージ別の消費者教育事業数の比較

グラフ化

②主な消費者教育事業の領域及びライフステージ別の体系図比較
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③消費者教育に係る連携・協働の取組状況比較

◆ 啓　発　： ４５（課・機関） ５１　事業　（ 92回、23514枚配布）

実施月 連 携 先 連 携 事 業 事 業 内 容 回数 枚数 備 考

毎月
消費者団体（くらしか
ん登録8グループ）

定 例 会 消費者啓発チラシ配布 12 100

４月～ 市 民 病 院 豊中病院外来待合室テレビ ＤＶＤ放映 1 - 通年(H28.1～)

５月～
３月

庁 内 各 課 （ １９ 課） ２ ９ 事 業
特殊詐欺被害防止啓発
チラシ配布

35 12,180 （受付配架含む）

５月 民生・児童委員役員会 消費者啓発チラシ配布（※） 1 575

５月～ 民生・児童委員役員会
消費生活情報紙
「くらしの情報」配布

4 2,300 575×4回

７月  地域福祉ネットワーク会議 特殊詐欺被害防止シール 7 800 ７地域

７月 マ ン シ ョ ン サ ミ ッ ト 特殊詐欺被害防止シール 1 200

２月  地域福祉ネットワーク会議 消費者啓発チラシ配布 7 800 ７地域

７月 魅 力 創 造 課 ガンバ大阪市民応援デー 消費者啓発チラシ配布 1 1,000

８月 保 健 医 療 課 - 消費者啓発冊子情報提供 1 -
「こども見守りハンド
ブック」日・英・中国語
版

９月 固 定 資産 税課 - 消費者啓発チラシ設置 1 200

９月
豊中南部フェスティ
バ ル 実 行 委 員 会

豊中南部フェスティバル 消費者啓発チラシ設置 1 1,000

９月 高 齢 施 策 課 介護保険事業者連絡会 特殊詐欺被害防止シール 1 300

１１月 医 師 会 医 療 機 関 で の 掲 示 消費者啓発ポスター掲示 1

１１月 薬 剤 師 会 医 療 機 関 で の 掲 示 消費者啓発ポスター掲示 1

１１月 歯 科 医 師 会 医 療 機 関 で の 掲 示 消費者啓発ポスター掲示 1

１１月 保 健 医 療 課
「ダメ。ゼッタイ。」キャン
ペーン

消費者啓発チラシ配布 1 100
大阪大学学園祭
で配布

１１月 自 治 会 自治会掲示板での掲示 消費者啓発ポスター掲示 1 2,400

１月 生 涯 学 習 課 成 人 式 消費者啓発チラシ配架 1 100

２月 大 阪 大 学
学生センター・
大学生協での配架

消費者啓発チラシ配架 2 60
学生センター、生
協各１回

合計 ４５（課・機関） ５１　事業 92 23,514

※特殊詐欺被害防止チラシを配布

◆ 相　談　： 他機関との連携 32件
・相談窓口、行政、企業・団体からくらしかんへ ： 26件
・くらしかんから地域包括支援センター等関係窓口へ：  6件

表 平成30年度の消費者教育にかかる連携・協働の取組み状況(実績)

社会福祉協議会

700
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本ヒアリング事例集に記載されている事例に関する問合せ先

事例に関する問合せ先

地方公共団体等名 問合せ先

静岡県 静岡県 くらし・環境部 県民生活局 県民生活課
TEL：054-221-2175

兵庫県 兵庫県 企画県民部 県民生活局 消費生活課
TEL：078-362-3157

豊中市 豊中市 市民協働部 くらし支援課
TEL：06-6858-5078

鯖江市 鯖江市 総務部 市民まちづくり課 市民相談室
TEL：0778-53-2204

消費者ネットワーク岐阜 消費者ネットワーク岐阜 事務局
TEL：058-370-6867
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社会のデジタル化に対応した 

消費者教育に関する分科会 

取りまとめ 

令和３年５月 

社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会 
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第１．はじめに 

（１）検討の経緯

消費者教育は、消費者教育の推進に関する法律 1及びこの法律に基づき定め

られた「消費者教育の推進に関する基本的な方針 2」（以下「基本方針」とい

う。）に沿って取組が進められている。基本方針では、重点事項の一つとして

「高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した消費者教育の推進」が掲げ

られており、「幅広い年齢層でインターネットが日常生活に浸透しており、さ

らに IoT などの活用により取引や情報発信の枠組みが大きく変革し、インタ

ーネットを通じた関係性が複雑化している。これらの有用性を理解しつつ、セ

キュリティやリスクを自ら管理・配慮する必要があることについての意識を持

つことや、情報リテラシーの向上を図ることも含む消費者教育を推進すること

の重要性に鑑み、必要な取組を検討し、実施する。」とされている。 

このため令和２年 10 月の第 28 回消費者教育推進会議において、社会のデ

ジタル化に対応した消費者教育に関する分科会（以下「分科会」という。）を

設置することを決定し、分科会では、基本方針等を踏まえ 3、以下事項につい

て関係省庁や事業者等からのヒアリング 4及び議論を行い、取りまとめを行っ

た。 

・社会のデジタル化を踏まえた、各ライフステージにおいて消費者が身に付け

ることが望まれる事項 

・デジタル技術や「新しい生活様式」の普及、各世代の特性等も踏まえた、消

1 平成 24 年法律第 61 号。平成 24 年 12 月施行。 
2 平成 25 年６月 28 日閣議決定、平成 30 年３月 20日変更。 
3 消費者庁の「消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告書」（令和２年７月）、消
費者教育推進会議「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会取り
まとめ」（令和２年 10 月）、消費者教育推進会議「緊急時の消費者行動について」（令和３
年１月）においても、デジタル化に対応した消費者教育について示唆がなされている。 
4 独立行政法人国民生活センター、文部科学省、総務省（令和２年 11 月 27日）、一般財
団法人インターネット協会、KDDI 株式会社、公益社団法人日本 PTA全国協議会（同年
12 月 21日）、株式会社博報堂、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会、公益社団
法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（令和３年１月 29 日）大
阪府豊中市市民協働部くらし支援課、一般社団法人はりまコーチング協会（同年２月 24
日）。 
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費者教育の場や情報発信手法 

ヒアリングを通して、基本方針等で指摘されているデジタル化に関連し消費

者が身に付けることが望ましい内容については、学校における情報教育や ICT

リテラシーに関する各種啓発活動においても取り扱われていることも踏まえ、

本取りまとめにおいては、消費者教育として特に取り上げるべき内容について

焦点を当て整理した。また、ヒアリング等に基づき各主体の取組を整理すると

ともに、今後の国としての課題についても提言を行った。 

本取りまとめを活用し、国、地方公共団体を始め、様々な主体が消費者教育

の担い手として当事者意識を持って相互に連携し、デジタル化に対応した消費

者教育に取り組むことを期待する。 

（２）検討の基本的な視点

現在、第 204 回通常国会において審議が進められているデジタル社会形成

基本法案の基本理念には、全ての国民がデジタル技術を主体的に利用し、情報

を活用することによってデジタル社会のあらゆる活動に参画し、個々の能力を

創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、デジタル技術の恵沢を享受で

きる社会を実現すべきことや、年齢等の要因によるデジタル技術の利用機会、

能力の格差を是正すべきこと等が掲げられている。 

また、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針 5」では「デジタル化に

よって、多様な国民がニーズに合ったサービスを選択でき、国民一人ひとりの

幸福に資する「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」」等が掲げられ

ている。 

従来から消費者教育が目指している自立した消費者の育成という観点では、

被害に遭わないことに加え、社会の一員として、より良い社会の発展のために

積極的に関与する（消費者市民社会 6への参画）ことが重要であり、このこと

は SDGs の達成にも通ずる。 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社会のデジタル化は不可逆に進む

との指摘もある中、生活をより豊かにするために、消費者教育としてもデジタ

5 令和２年 12 月 25 日閣議決定。 
6 消費者教育の推進に関する法律第２条第２項において「消費者が、個々の消費者の特性
及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来
の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを
自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義されている。 
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ル技術の積極的な活用を促していく視点が重要である。デジタル化の進展に伴

い新たな消費者トラブルは出現し得るが、デジタル技術を活用してより豊かに

生活していく際に、安全・安心な利用に必要な事項と消費者が前向きに捉え、

デジタル社会に必要なリテラシーを身に付けるように促していく視点も重要

である。 

第２．デジタル化の現状と消費者への影響 

（１）社会のデジタル化の現状

 消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告書においては、消費生活に

おけるデジタル化とは、消費者による情報の入手及び発信並びに商品取引及び

サービス利用の過程において、デジタルデータを用いる比重が高まっていく傾

向を指し、デジタルデータの特徴としては①非劣化性（コピーが簡単）、②平

等性及びメディアの非依存性（音声や画像もデジタル化すれば同じ取扱いが可

能）、③処理の高速性（機械的処理になじみやすい）という３つの特徴を有す

るとしている。 

  デジタル化の現状を見ると、2020 年では若年層中心に多くの層でスマート

フォンが接触最長時間メディアとなっている。また 2015 年と比較して、全て

の世代で、メディア接触総時間が増加している 7。また、新型コロナウイルス

感染症の影響もあってネットショッピング等のオンライン取引の利用も増加

傾向にあり、社会のデジタル化は加速化しているとみられる。

  消費者のインターネット利用動向については、令和２年度の情報通信白書

によれば、平均利用時間は、若年層と高年層とでは、大きな開きが見られるも

のの、いずれの年齢層においても、利用時間はおおむね増加傾向にある。イン

ターネットの利用目的については、「電子メールの送受信」や「情報検索」が

全ての年齢階層で高くなっている一方、「動画投稿・共有サイトの利用」や「オ

ンラインゲームの利用」では年齢階層による差が大きい。また、2019 年 10 月

の消費増税に合わせた還元事業や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、

キャッシュレス決済の普及も進んでいる。

このように、日々の消費生活の中の行動（買物、コミュニケーション、娯楽

等）について、デジタル機器等を介した行動の比重が高まっており、生活の利

便性が高まっている一方、その特性により、消費者トラブルについてもこれま

7「生活者のメディア環境と情報意識」（第３回社会のデジタル化に対応した消費者教育に
関する分科会 株式会社博報堂報告資料）参照。
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でと形を変えて現れてきている。 

（２）デジタル化の消費者への影響

①デジタル化が消費者にもたらす利便性

（１）でも確認したように、日々の消費生活の中の行動のデジタル化が進んで

おり、例えば買物では、実際の店舗で買物をする場合は、その店舗にない商品

は購入できないが、インターネット通販を利用すれば、多様な商品からどこに

いても選択して購入することができる。情報収集に当たっても、インターネッ

トでキーワード等を検索すれば、容易に短時間で行うことが可能になる。

新型コロナウイルス感染症の影響から、テレワークや大学でのオンライン授

業なども推進されているが、働いたり学習する場所等の選択肢が広がっている。 

  デジタルの活用は生活の選択肢を広げ、より豊かな生活を実現することに

つながると考えられる。そのためにも、賢くデジタルを活用することが重要で

あり、その観点から、関連する消費者トラブルについても知っておくことが有

効である。 

②デジタル関連の消費生活相談

 国民生活センターからのヒアリングによれば、インターネット通販に関す

る相談事例としては、健康食品、化粧品等の商品についての定期購入や模倣品

サイトでのトラブルや、スポーツ観覧やコンサートチケット、旅行予約等の役

務の提供に関するトラブルが増加傾向にある。デジタルコンテンツに関する

ものは減少傾向にあるものの、その内訳をみるとオンラインゲームに関して

高額課金等の相談が若年層を中心に増加傾向にある。 

  また、最近の目立つトラブルとしては、もうけ話に誘われ情報商材 8を購入

したが、収入を得られないといったものや、フリマサービスにおいて商品を購

入したが不良品であったといったもの等が挙げられる。トラブルに至ったき

っかけとしては、インターネット上の広告や SNS 上の広告、書き込み等が増

加している 9。この中には、消費者が軽い気持ちで根拠もなく口コミを発信し、

それが他者のトラブルにつながってしまっているものもあると考えられる。 

8 副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売され
ている情報のこと。 
9 「デジタル関連の消費生活相談」（第１回社会のデジタル化に対応した消費者教育に関す
る分科会 国民生活センター報告資料）参照。



61

③消費者のぜい弱性と求められる責任

  こうしたトラブルの背景には、デジタル取引の特性により消費者がぜい弱

な状態に陥る場面が増加するということがある。例えば、情報に手軽にアクセ

スできるがゆえに不適切、不必要な情報にアクセスしたり、処理・手続が迅速

に行われるために、表示や規約を確認する間もなく契約してしまったり、SNS

や動画による心理的な誘発により購買意欲が扇動されるといったことから、

消費者の権利のうち特に「安全である権利」、「知らされる権利」、「選ぶ権利」

が侵害されがちである 10。一方で、デジタル化により接する情報量が多くなり、

またその伝達スピードも速いことや、自身の発する情報が容易に不特定多数

の人に瞬時に拡散することが可能な状況となっていることを踏まえると、「批

判的意識の責任」、「自己主張と行動の責任」、「社会的責任」といった消費者の

責任 11を一層意識し、それに基づく行動の取り方を身に付けることも重要と

なってきている。 

  デジタル化に対応した消費者教育については、こうしたデジタル化による

消費者のぜい弱性と求められる責任についても考慮して検討することが必要

である。 

第３．デジタル化に対応して必要と考えられる知識・能力の基本的整理 

本節ではまず、基本方針等 12においてデジタル社会に関連して示されている

内容から、デジタル化に対応して必要と考えられる知識・能力について以下のと

おり整理し、本節の整理に基づき、消費者教育において重点的に身に付けるべき

内容については次節において検討する。 

10 「デジタル化に対応した学校での消費者教育」（第４回消費者のデジタル化への対応に
関する検討会 坂本委員報告資料）参照。 
11 消費者の権利は、国の消費者政策の基本方針を定める「消費者基本法」（昭和 43 年法律
第 78 号）に定められている。消費者の責任は国際的な消費者運動の機関である国際消費
者機構（CI）が提唱したもの。 
12 「消費者教育の体系イメージマップ」（平成 25 年１月）では、どの年齢層においてどの
ような内容を身に付けていくことが求められるかを整理している。その中で重点領域とし
て「情報とメディア」が取り上げられており、具体的には「情報の収集・処理・発信能
力」、「情報社会のルールや情報モラルの理解」、「消費生活情報に対する批判的思考力」が
目標とされている。 
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① 情報と技術の活用能力・仕組みやリスクの理解

デジタルは今や生活基盤となっており、その有用性を理解しつつ、情報の収

集・発信により消費生活の向上に役立てる能力を身に付けるとともに、デジタ

ル機器・サービスに関する仕組みについて概要を理解した上で、セキュリティ

やリスクを自ら管理・配慮する必要があることについての意識を持つことが重

要である。 

② 情報を鵜呑みにしない批判的思考力

消費者は日常的にスマートフォン等を通じてインターネットを利用し、そ

こから多くの情報を得るようになったが、情報の信頼性においては、若年層を

含めスマートフォンよりもテレビの方が高く評価されている 13。インターネッ

トの情報は 鵜
う

呑みにできず、気になる情報は複数の情報源で確かめるとする

消費者も増加している 14。一方で、特に感染症拡大や災害などの緊急時には不

確かな情報が瞬時に拡散し、それに影響を受けた行動をとってしまう等の混

乱が生じる場面もある 15。緊急時に限らず常日頃から何が正しい情報かを見極

め、適切に行動することが求められる。真偽や正確性が判断できない場合には

安易に情報を投稿・拡散しないという観点も重要である。 

③ 情報モラル

匿名のまま不特定多数に向けて特定個人の誹謗中傷を書き込んだり、特定

個人のアカウントに対して一方的に誹謗中傷のメッセージ等を発信したりす

る事例も発生しており、インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題とな

13 情報通信白書（令和２年版）によると、「世の中のできごとや動きについて信頼できる
情報を得るために最も利用するメディア」としては、全世代及び各年代で「テレビ」が
「インターネット」を上回っている。また、令和２年度版消費者白書によると、「注意す
べき情報の入手先の中で最も信頼しているもの」は、「テレビ・ラジオ」(44.0％)、「新
聞・雑誌・書籍」(15.1％)、「家族や友人などから得られる情報」(10.2％)、「インターネ
ットサイト」(8.3％)の順となっている。 
14 脚注７に同じ。博報堂の調査によれば、「気になるニュースは複数の情報源で確かめ
る」とする生活者は、2016 年の 59.1％から 2020 年には 67.9％へと増加。 
15 2020 年１月以降の新型コロナウイルス感染症拡大期には、在庫は十分にもかかわらず
トイレットペーパーがなくなるとの情報が流れたことで買占めが起き、実際店頭から商品
がなくなる事態等が発生した。
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っている 16。

携帯電話・スマートフォンや SNS が子供たちにも急速に普及し、これらの利

用に伴いいじめや人格を否定又は攻撃するような投稿などの加害行為、権利侵

害や長時間利用による生活習慣や心身、学力への悪影響や社会不適応など、深

刻な影響も指摘されるようになってきた 17。デジタル機器の利用開始年齢が低

年齢化していることから、児童期からこうした加害行為、権利侵害や依存を予

防するための情報モラルを身に付けることが重要になっている。 

④個人情報管理

利用規約や個人情報の取扱いの規定を確認せずにサービスを利用する消費

者が多いが、サービス提供者がその情報をどのように扱うのかが明確に示さ

れていないこともある 18。また、安易に個人情報を投稿することでトラブルに

つながる事例もある。こうしたことから個人情報管理の重要性を一層認識す

る必要がある。 

⑤知的財産保護

オンラインにより手軽に情報にアクセスでき、自身による情報の投稿も容易

になっている中で、違法コンテンツに接触する機会が増加しており、違法だと

知りながら動画等をダウンロードした場合、個人で楽しむ範囲でも処罰された

り、著作物を無許可でアップロードした場合には、著作権侵害となる可能性が

あることを踏まえ、知的財産保護の意識を持つ必要がある。 

 上記の５つの事項の大部分は、情報教育等においても、濃淡はあるものの様々

な取組が進められている。 

具体的には、文部科学省においては学習指導要領を改訂し、学校教育における

情報教育として、情報活用能力（情報モラル含む。）を「学習の基盤となる資質・

16 「インターネット上の誹謗中傷への対策」（総務省）
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/hiboutyusyou.html 

17 「情報化社会の新たな問題を考えるための児童生徒向けの教材、教員向けの手引書」
（文部科学省）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408175.htm 
18 最近では、令和２年から提供が始まり利用者が急増している音声 SNS「Clubhouse（ク
ラブハウス）」について、運営側が会話音声を録音・保存していることや、利用者が誰か
を招待する際には自分のスマートフォンの連絡先データを全てアプリ側に渡す必要がある
こと、これらデータの管理や削除方法の明確な説明がないことなどに懸念が広がっている
（日本経済新聞令和３年２月 14 日朝刊２面から）。
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能力」と位置付け、各教科等の特性をいかし、教科等横断的な視点から教育課程

の編成を図ることとしている。小学校においては、文字入力など基本的な操作を

取得するとともに、プログラミング教育を必修化している。また、中学校におい

ては技術・家庭科（技術分野）においてプログラミング、情報セキュリティに関

する内容を充実させており、高等学校においては情報科において共有必履修科

目「情報Ⅰ」を新設し、全ての生徒がプログラミングのほかネットワーク（情報

セキュリティ含む）やデータベースの基礎などについて学習することとなって

いる 19。とりわけ、情報教育としての情報モラルについては、情報発信による他

人や社会への影響について考えさせる学習活動、ネットワーク上のルールやマ

ナーを守ることの意味について考えさせる学習活動、情報には自他の権利があ

ることを考えさせる学習活動、情報には誤ったものや危険なものがあることを

考えさせる学習活動、健康を害するような行動について考えさせる学習活動な

どを通じて、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を身に

付けさせるようにすることとしている 20。 

また、総務省では子育てや教育現場での保護者・教員向けに「インターネット

トラブル事例集」を作成しており、ネット依存、ネットいじめ、個人情報漏えい

や著作権・肖像権など幅広い内容を扱っている。また、学校などの現場で無料の

出前講座（e-ネットキャラバン）を全国的に展開している 21。 

したがって、上記の５つの事項の多くの部分については、情報教育等において、

一定程度消費者に身に付ける機会を提供できるが、消費者被害の防止や消費者

市民社会への参画といった消費者教育が目指す基本的な力の育成の観点には必

ずしも重点が置かれていないと考えられる。 

第４．デジタル化に対応した消費者教育 

第３節で整理したデジタル化に対応して必要と考えられる５つの事項をベー

スとしつつ、分科会で議論した結果、ほかの情報教育等の取組や、消費者教育が

目指す基本的な力の育成の観点から、「デジタル化に対応した消費者教育」とし

ては以下のとおり整理した。 

19 新学習指導要領に基づく。小学校は令和２年度、中学校は令和３年度から全面実施。高
等学校は令和４年度から学年進行で実施。 
20 「「GIGA スクール構想の実現」と新学習指導要領における情報教育について」（第１回
社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会 文部科学省報告資料）参照。 
21 「ICTリテラシー等に係る青少年向け啓発施策」（同上 総務省報告資料）参照。
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（１）消費者教育として重点化すべき内容

デジタル化に対応した消費者教育として重点化すべき内容としては、具体的

には以下３点に整理できる。 

①デジタルサービスの仕組みやリスクの理解

基礎的な情報や技術の活用能力については情報教育等において養われるが、

トラブルを回避するためにデジタルサービスの仕組みやリスクを認識すると

いう観点については、消費者教育として重点を置いていくことが必要と考えら

れる。 

インターネットでの情報検索、SNS 等、全世代的にインターネットを日々利

用している中で、デジタルサービスの仕組みや注意すべき点を理解することは、

トラブルを回避し、賢く活用して生活を豊かにすることにつながる。様々なサ

ービスがあるが、デジタルの特性等を踏まえ、優先的に身に付けることが望ま

しい具体的事項としては以下３点が考えられる。 

（ⅰ）インターネット上の取引における契約 

インターネット上の取引における契約は、販売者が利用者の申込みを受

け、これを承諾する通知を発し、その承諾通知が利用者に到達した時点で

成立する 22。このことを基本的な事項として知っておくとともに、一旦契

約が有効に成立した場合、インターネット通販ではクーリング・オフ制度

が適用されないことを認識し、購入に当たってはより慎重に検討すること

を心掛けるようにする必要がある。また、定期購入に関するトラブルが増

加していることから、定期購入が条件となっていないか契約内容をしっか

り確認する必要がある。そのほか、模倣品サイト 23による被害も多いこと

から、その見分け方のポイントを知っておくことや、取引の場としてデジ

22 メールでの通知の場合、メールが着信し読み取り可能な状態となった時点で契約が成立
するのであって、実際にその消費者が読んだ時点ではない。 
23 「商品が届かない」、「偽物が届いた」といった詐欺・模倣品サイトによるトラブルが起
きている。見分けるポイントとしては、日本語の字体、文章表現がおかしい、販売価格が
大幅に割引されている等がある（国民生活センター子どもサポート情報第 147 号（2019
年９月 24 日）参照）。なお、模倣品等は知的財産権を侵害しており、健全な商品流通を阻
害するだけでなく、購入することが、それらを製造・販売する組織的な犯罪に加担するこ
とにもつながる。 
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タルプラットフォームを利用する機会も多くなっており、そこでの取引は

当該デジタルプラットフォーム事業者と買主の取引ではなく、そこに参加

する売主と買主との取引であることを知っておくことも重要である。 

（ⅱ）デジタルサービス利用による個人情報の提供と広告表示 

デジタルサービスの利用に当たり、個人情報の提供に不用意に同意する

と、閲覧履歴や投稿履歴、位置情報等を提供することになり、ターゲティ

ング広告 24で次々と勧誘が舞い込む。トラブル事例として多い詐欺的な定

期購入等においては、消費者へのアプローチとしてそうした広告が用いら

れており、消費者はサービスの利用に際しては利用規約の確認 25を行うと

ともに、提供した個人情報を活用した技術により広告表示等が展開されて

いることを認識する必要がある。

（ⅲ）キャッシュレス決済の活用に伴う支出管理 

  幅広い世代において支払い手段としてキャッシュレスが浸透してきて

いる。キャッシュレスには、支払時期が後払い、即時払い、前払いのもの

がある。支払い手段が現金からキャッシュレスに変わることにより支出が

見えにくくなるが、特に注意すべきは後払いとなるものであり、購入と支

払いの時期にズレが生じることから、支出管理が難しくなる。元手がない

中で購入してしまい、結果的に多重債務に陥るリスクもある。また、決済

手段の多様化・複雑化も進み、決済代行会社がインターネット取引におい

て重要性を増しているが、消費者はその存在も含めてよく理解していない

のが現状である 2627。キャッシュレス決済の仕組みを理解し、自身が管理

24 検索項目として入力したキーワードといった情報から、SNS上の個人情報等を含むユー
ザーデータまで幅広いデータを基に、各々のユーザーの属性や興味・関心を推測し、各ユ
ーザーにとって関連性の高い内容の広告を表示するもの。 
25 公正取引委員会「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」（令和３年２月）
によれば、デジタルプラットフォーム事業者が個人情報等のデータを収集する目的（広告
表示等）については、利用規約に記載されているが、利用規約を認知し、利用規約を全部
読んでいる消費者は検索サービスについては全体の約３％、SNS等については全体の約
６％しかいない。また、事業者が利用目的を知らせずに個人情報を取得する行為（記載が
不明確等）や利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する行為（オプトアウ
ト後のユーザー情報利用等）は優越的地位の濫用となるおそれがあると指摘している。
26 「消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告書」（令和２年７月）p.50
27 後払いのサービスとして、クレジットの他に便利な手段として立替払型の後払い決済サ
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しやすい支払い方法を選択することが重要である。 

②批判的思考力に基づく的確な判断

インターネットを活用して消費者が大量の情報を容易に入手することが可

能となったが、不確かな情報も混在しており、消費者教育としても、常日頃か

ら何が正しい情報なのかを見極め、適切に行動する力を育むことが重要であ

る。特に緊急時においては、不確かな情報により社会的な混乱をもたらす場合

もあり、何が正しい情報か見極め、冷静な対応が求められる。 

それに加えて、デジタル関連の消費者相談をみると、インターネット広告や

SNS をきっかけにしたトラブルが増加している。そうした現状を認識し、広告

内容等を安易に信用しないことが重要である。おかしいと感じたり、迷ったり

した場合には消費生活センター（消費者ホットライン「１８８」）に相談をす

るなど 28、一人で判断をしないことが重要である。消費者相談などの行動に移

すことで、トラブルが減少してより良い経済社会の実現にもつながり、デジタ

ルの利活用のための環境整備にも資することになる。

③デジタル技術を活用した情報の収集・発信

デジタル化の中では、情報の取得や発信が容易となる。それにより他者の権

利や人格を侵害することのないようモラルを身に付けることは無論重要であ

るが、消費者教育が目指す消費者市民社会の形成に参画する消費者の育成の観

点からは、様々な社会的課題の現状や自分が取り組むことができる事について

情報を収集することにより、自身の行動を持続可能な社会の実現につなげるこ

とが重要である。さらには、デジタル技術の活用により地域等の垣根を越えた

連携も容易となることから、自身からも適切に発信し様々な主体とつながるこ

とにより社会をより良い方向に変えていくことができる可能性についても意

識し、社会の一員として積極的に行動する態度を身に付けることも重要である。

このように、デジタルを広く活用し、消費者が自身の能力を最大限に発揮する

ことで、より豊かな社会の実現につながると考えられる。 

ービスがあるが、後払い決済サービス事業者において消費者への過剰与信や第三者による
不正利用防止の取組が十分ではないといった課題が指摘されている（国民生活センター報
道発表資料（令和２年１月 23 日）参照）。 
28 その他、インターネット上では相手方が海外事業者の場合もあることから、その際は国
民生活センター越境消費者センター（CCJ）へのメール相談も選択肢の一つである。
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（２）ライフステージに応じて重点化すべき内容

（１)に記載した消費者教育として重点化すべき３つの事項については全世代

において身に付け、デジタルの利活用を通じたより豊かな生活を実現していく

ことが望まれるが、数あるデジタルサービスによってトラブルが異なってくる

ことや、次々と新しいサービスが誕生することを踏まえると、これら３つの事項

を身に付けるようにした上で、世代別によく利用するサービスにおける個別具

体のトラブル事例や注意点についても身に付けることが望ましい 29。加えて、ラ

イフステージに応じて、特に重点化すべきと考えられる内容としては以下４点

が考えられる。 

① 幼児期・小学生期・中学生期

オンラインゲームでの親のクレジットカードを無断で利用した課金トラブル

などが発生しており、その低年齢化が進んでいる 30。対処法として保護者とよく

話し合ってルール作りをすることなどが重要である。 

② 高校生期・成人期（特に若者）

高校生期や成人期（特に若者）においては、令和４年４月からは成年年齢が現

行の 20 歳から 18 歳に引き下げられることを踏まえると、18・19 歳においては

自身の責任で契約を結べるようになる一方、未成年取消権がなくなることから、

契約トラブルに留意し、慎重に契約することが必要である。また、今後、自身で

作ったクレジットカードによる課金トラブルなどが増加する可能性がある。社

会的経験がまだ少ない中で後払いのクレジット決済が可能になることから、支

出管理の面でも留意が必要である。 

③ 成人期（一般）

情報と情報技術を適切に利用することに加え、特に保護者の立場にある成人

（一般）においては、①、②に挙げたような、子どもに多いトラブルや特徴を認

29 主なサービス分野別のトラブル事例や注意事項については、消費者のデジタル化への対
応に関する検討会報告書等を基に別紙１に整理している。 
30 国民生活センターの子どもサポート情報によると、「クレジットカードの利用明細に、
覚えのない 8万円の請求があった。調べてみると、自分が以前使用していたスマートフォ
ンを使って、幼稚園に通う娘がオンラインゲームで遊び、ゲーム内のアイテムを購入して
いたことが分かった。自宅のWi-Fi 経由でインターネット回線につながり、登録してあっ
たクレジットカード番号だけで決済できたようだ。」との相談事例がある。
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識し、子どものインターネット利用状況をチェック・把握することや、ペアレン

タル・コントロール機能を適切に設定すること、子どもとよく話し合ってルール

作りをすることなどが重要である。また、デジタル化に伴い若年者に多くみられ

るトラブルを知るとともに 18 歳成年の制度を理解し、新成人がデジタル取引で

の契約や支出管理を適切にできるよう保護者等が支援して行くことも求められ

る。 

④ 成人期（特に高齢者）

成人期（特に高齢者）においては、デジタルサービス等の利用経験が少ない場

合に、よく分からないのでデジタルを敬遠するという風潮もみられる。しかしな

がら、今後は様々な手続やサービスを利用する上で欠かせない手段となると考

えられることに加え、デジタル技術の活用は生活をより豊かにする面もある。そ

うしたメリットの理解が進み、それを享受できるよう、フィッシング詐欺や不正

送金等に巻き込まれることなく、安全・安心に利用するための注意点を伝え、幅

広い層に基本的な使い方の習得を促してゆくことが求められる。 

（３）デジタル化を踏まえた消費者教育の場や情報発信手法

より具体的には次節で紹介するが、分科会でのヒアリングから、様々な主体に

よる消費者教育の場や情報の提供が行われていることを確認したが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響から、従来の活動に制約が生じている状況も確認

された。しかし、そうした中で学校や、高齢者等に向けた地域で行う消費者教育

の場においてもオンラインの導入が検討され、広がりつつある。幅広い世代にお

いて、どこにいても必要な教育の機会を得やすい環境が整いつつあるともいえ、

こうしたデジタル技術を導入した教育の場の活用が重要である。 

 一方で、対面と異なり、オンラインではコミュニケーションが取りにくいこと

や、きめ細かな指導が難しいといった側面もあり、オンラインだからこそ効果的

に学べるような教材の開発等、工夫が必要と考えられる。 

 また、各世代におけるスマートフォンの普及とそれに応じたサービスの利用

動向を踏まえ、目に触れる機会の多い媒体に向けて、情報提供をしていくことも

効果的と考えられる。ただし、例えば SNS 一つをとってみても、LINE は家族・

友人などとの連絡ツール、Twitter は他者のつぶやきからの情報入手など、利用

する媒体によって求めている情報が異なっていること、エンターテイメント性

があるなど興味関心を惹く内容でなければ、最後まで情報を見ることは少ない

こと、情報の信頼性を高めて行動にもつなげていくには単発ではなく中長期を
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見据えたコミュニケーションが必要であること等、考慮すべき事項があり 31、伝

える対象と伝えたい内容に応じて媒体を選択し、その媒体の活用ポイント等を

踏まえた発信が求められる。 

 以上の（１）及び（２）の内容について、（３）も踏まえ消費者に届けること

が重要である。消費者が知識を身に付けることが、デジタルを賢く活用し、消費

者一人一人の豊かな生活と持続可能な社会の実現に資することになると考えら

れる。 

第５．各主体における取組の現状と連携の方向性 

本分科会においては、国のほか、地方公共団体、民間事業者、消費者団体など

幅広い主体からヒアリングを実施し、各年代層を対象に様々な取組が実施され

ていることを確認した。本取りまとめはヒアリングから確認されたことを踏ま

え議論を行った結果であり、本節において、ヒアリングの概要を紹介する。 

これらを踏まえた国における今後の課題については次節で述べる。 

（１）国・地方公共団体

①国

第３節でも述べたとおり、若者向けには社会のデジタル化の進展を踏まえ、

インフラ整備として学校の端末整備（「GIGA スクール構想」）や学習指導要領

に基づく情報教育の取組を充実させている。また、学校教育以外にも、若者や

保護者・教員を対象とした e-ネットキャラバンの取組や国民生活センターに

おけるトラブル事例の分析とそれに基づく情報提供の取組が実施されている。

課題としては、情報教育と消費者教育の一層の連携や、幅広い消費者へ隅々ま

で教育・情報を届けることの難しさ等が挙げられた。 

②地方公共団体等

学校以外の、成人向けへの消費者教育については、令和４年４月からの成年

年齢引下げを見据えた啓発活動の中で、商工会議所と連携し、事業者内の新人

研修のカリキュラムに組み込む形で出前講座を実施する取組や、従業員向けコ

ンプライアンス研修と合わせて消費者教育を実施する取組がみられる。その他

にも、事業所での消費者教育研修支援として、教材作成や講師派遣事業がみら

31 脚注７に同じ。 
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れるものの、事業所での従業員向け消費者教育の取組については事例として多

くないのが現状であった 32。 

（２）事業者・事業者団体

通信事業者やデジタルプラットフォーム、SNS、オンラインゲーム事業者等
33、各種デジタルサービスを提供する事業者・事業者団体において、自主的な

取組として各サービスを安心・安全に利用するための注意事項について若者や

その保護者や教員向けに教材の作成・提供などを行っている。 

高齢者向けにも、基本的な操作方法から、活用方法、トラブル回避方法につ

いて啓発活動が実施されている事例があるほか、教員や相談員など、消費者教

育の担い手への情報提供の取組もみられる。課題としては、業界によっては

個々の事業者の取組となっていることや、取組の認知不足・人材不足、最新の

相談事例の入手、教材等の情報鮮度の維持が挙げられた。 

（３）消費者団体等

  デジタル機器の普及は高齢者を含め進展している一方、デジタル機器を安

全に利用するために必要な知識やスキルを習得する機会が十分に提供されて

いるとは言えない。消費者団体の中には、地域での啓発活動を担う人材の育成

を通してこうした状況に対し対面で、学習の機会を届ける取組をし始めてい

るところも見られた。 

一方、新型コロナウイルス感染症の影響により従前の対面での啓発活動が難

しくなり、メールを活用した啓発情報の提供やオンライン（テレビ会議システ

ム等）を使用した講座の開催、一人で学べる動画教材の提供等、高齢者に向け

た消費者教育においてもその手法にデジタル化の進展がみられた。ただし、オ

32 本分科会では地方公共団体からは、成人向けの取組（事業所での従業員向け消費者教
育）ついてヒアリングを行ったが、「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に
関する分科会」でのヒアリングにおいては、地方公共団体がコーディネート機能を発揮
し、高校生と消費者団体、大学生と事業者などをつないだ新たな消費者教育の場を創出す
る取組や、庁内関係部局の連携、PDCAサイクルの推進などを通じた消費者教育の充実に
向けた取組が多く紹介された。 
33 本分科会においては、通信事業者からヒアリングを行ったが、他の消費者庁の会議体に
おいてデジタルプラットフォーム、SNS、オンラインゲームについてヒアリング等が実施
されている。 
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ンライン講座を増やしていくに当たって、指導者・受講者へのツールの使い方

等の教育の仕方が課題として挙げられたほか、利便性と注意点を合わせて伝え

ていくことが重要との指摘があった。また、デジタル化の進展が早いため、情

報鮮度の維持や、啓発の担い手支援として専門人材を擁する業界団体等の支

援・連携や、地域における Wi-Fi 等デジタル環境の整備が課題であるとの指摘

もあった。 

 保護者の団体である日本 PTA 全国協議会においては子どもとメディアに関

する意識調査を実施し、スマートフォンや携帯電話でのトラブルや家庭内ル

ールの現状について、調査結果の周知や啓発リーフレットの配布等の取組が

行われている。全国の単位 PTA の活動としては、スマートフォン・インターネ

ットの利用について、家庭（保護者）、学校、地域が連携して情報モラルの研

修や話し合い等を行った活動報告例がある 34。課題としては、保護者の主体的

な関与や保護者と学校の一層の連携が挙げられた。 

（４）各主体の連携の方向性

こうした取組については、独自に実施されている事業もあるが、地方公共団

体と事業者、消費者団体等が連携した取組も多く、各主体が別紙２の具体的な

取組事例も参考に積極的に消費者教育の提供に努めるとともに、特に地方公共

団体がコーディネート機能 35を果たし、事業者や消費者団体などの取組と有機

的に連携して、地域におけるデジタルに対応した消費者教育の充実を図ってい

くことを支援していくことが期待される。 

第６．国における今後の課題 

ヒアリング等を通じ、デジタル化に対応した消費者教育に関連する取組は、

34 日本 PTA全国協議会『となりの PTA の実践 この PTAがすごい！－全国活動事例集
－』（平成 29 年） 
35 消費者教育推進会議「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会
取りまとめ」（令和２年 10 月）において、「全世代に向けた消費者教育機会を確保するた
めには、地方公共団体が地域の担い手と連携して、「つながり」を創出するコーディネー
ト機能を発揮し、「計画的」に取り組んでいくことが期待される。」とされている。これ
は、「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会取りまとめ」（令和元年
７月）においても強調されており、そのために必要な環境・条件の整備が必要と提言され
ている。
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様々な主体により既に実施されており、それぞれの取組は充実した内容である

一方でそれを一般消費者だけでなく、実施主体同士でもあまり認知しておらず、

広がりが限定的となっていることや、デジタル化に対応した消費者教育を推進

する担い手への支援が必要であることが確認された。また、デジタル化に取り残

されるおそれのある層への支援やデジタル化を踏まえた情報提供が課題である

ことが分かった。 

引き続き、各主体が取組を進めることは無論重要であるが、国は地方公共団体

とともにこうした点々とした取組が面的に更に広がっていき、消費者教育を必

要とする人々に広く届くよう、デジタル化に対応した消費者教育をデジタル技

術も活用し、以下のとおり一層推進していくべきである。 

（１）各主体による消費者教育の取組の把握と連携

国においては、様々な主体により実施されている消費者教育の取組を把握し、

連携を促すような取組を、デジタル技術を活用して実施していくべきである。具

体的には、生活者・消費者教育に関する関係府省庁連携推進会議 36等を通じて、

各省庁で実施している取組や作成している教材に関する情報を集約し、消費者

庁において消費者教育ポータルサイトで発信・提供 37していくとともに、事業者

や消費者団体等含め、民間のどのような主体によりどのような取組が実施され

ているのかについて、団体情報バンクとして一覧性をもって把握できるよう整

理し、消費者教育ポータルサイトで情報提供することで、取組主体間の連携を促

進することが必要である。対象とする年齢層や取組内容などで取組主体を検索

できるようにすることも重要である。 

その際、実際の連携を後押しするため、消費者教育コーディネーター38の地方

公共団体への配置を促進するとともに、地方公共団体から具体的なニーズを聴

取しつつ、消費者教育コーディネーター会議 39等の場に、国や地方公共団体以外

の取組主体の参加を促し、マッチングの好事例も含め、取組の情報共有・意見交

36 より効果的な情報発信に向けて、幅広い関係府省庁間において更なる連携の強化を図る
ため、令和２年 11 月 24日に関係府省庁において開催を申し合わせ。 
37 令和３年３月 17 日に消費者教育ポータルサイト内にページを開設。
https://www.kportal.caa.go.jp/links.html 
38 行政による総合調整の下、多様な関係者と場をつなぐことにより、新たな実践の場を創
出することを任務とする。 
39 地域協議会や消費者教育コーディネーター等について、実効性ある運用がなされている
事例を紹介し、共有することを目的に、令和３年１月 15 日に開催したところ。 
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換を図ることも検討すべきである。 

（２）担い手への支援・育成

次々と新たなデジタルサービスが生まれ、それに付随して新たな消費者トラ

ブルも生まれる。仕組みを理解するには難しいデジタル技術やサービスもあり、

地域の相談員などの消費者教育の担い手が必ずしも専門的な知識があるわけで

はないことを踏まえれば、社会のデジタル化に対応した消費者教育の実践に向

け、担い手を支援していくことが必要である。 

具体的には、デジタル化に対応し、最低限消費者に伝えることが期待される内

容について、分かりやすく、シンプルで、かつ担い手が活用しやすい教材を提供

することが重要である。また、オンラインを活用した消費者教育を推進していく

ことも必要である。現在徳島の新未来創造戦略本部において先行して進められ

ているデジタル教材開発 40においても、本分科会の取りまとめを踏まえ、使い勝

手の観点に加え、「第４．（１）消費者教育として重点化すべき内容」で挙げた特

に身に付けることが望ましい内容を組み込むこと、以降でも述べる成年年齢引

下げや事業者の取組充実の課題を踏まえ、まずは中高生及び事業者従業員向け

の教材開発に注力し、オンラインを活用した試行を行うことを期待する。 

併せて、消費者教育ポータルサイト等において、最新のトラブル事例の収集・

提供の仕組みの構築も必要である。例えば、最新のトラブル事例をデジタル教材

として提供できるように、国や国民生活センターが作成した最新の注意喚起情

報を随時集約し、提供していくことが考えられる。 

また、デジタル技術やサービスを提供する事業者による、担い手向けの情報提

供や、消費者向け講座への講師派遣等の取組も有効であることから、事業者等に

よる取組の整理・情報提供も積極的に行うべきである。  

さらに、地域の消費生活相談員などの消費者教育の担い手に対するデジタル

関連の研修講座や、オンラインで学べる機会を充実させる取組も進めるべきで

ある。 

なお、担い手の育成は大きな課題であり、質の高い担い手を増やしていく方策

等について、消費者教育推進会議において議論していく必要がある。 

（３）誰一人取り残さないデジタル化のための支援

40 消費者保護のための啓発用デジタル教材開発に向けた有識者会議 
https://www.caa.go.jp/policies/future/meeting_materials/review_meeting_002/ 
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デジタルは生活基盤となってきており、消費生活をより豊かにすることにつ

ながるが、デジタル機器の扱いに不慣れ、あるいは全く触れたことのない高齢者

等も多い。また、地域の高齢者等を対象とする消費者教育の取組も、新型コロナ

ウイルス感染症の影響から対面での講座開催は難しくなり、オンラインの活用

も必要となってきている。このため、最低限のデジタル機器やサービスを利用す

る技術・知識（トラブル回避のための知識含む）を全ての層に届け、デジタル化

に誰一人取り残さないための支援が重要課題となる。 

地域において、高齢者層を始めとするデジタル機器やサービスに不慣れな消

費者に対する技術面、内容面での消費者教育の支援が行き届くよう、簡単な機器

の使い方からトラブル回避のための知識まで一連の内容を含めた、高齢者向け

の講座の提供などを、事業者等の支援等も得ながら実施していく必要があり、国

においてはそのための支援策を検討する必要がある。具体的には、地域でそうし

た活動をするサポーターの育成支援やデジタル教材開発が考えられる。 

 また、児童・生徒や高齢者以外の層については消費者教育を受ける機会が少な

い現状にあることを踏まえ、経済団体等との連携を図りつつ事業者等に対し、従

業員にデジタル化に対応した消費者教育を提供することの必要性を啓発すると

ともに、従業員向け研修の充実に向けた支援（出前講座を実施する団体の情報提

供、教材開発等）についても期待される。 

（４）デジタルメディアを活用した効果的な情報提供

各年代層によっても利用するデジタルメディアは異なり、それぞれのメディ

アの特性を踏まえた内容としなければ、視聴者に情報が届かない。

国としては、各年代層の接触メディアの状況を踏まえ、目に触れる機会の多い

媒体に向けた、効果的な情報提供の手法を検討する必要がある。具体的には、令

和４年度の成年年齢引下げに向けて、令和３年度は若者への一層の情報提供が

求められるところであり、スマートフォンをよく活用する若者向けに SNS や動

画等の様々な手法で働き掛ける試みや、徳島の実証フィールドを活用したデジ

タル教材の試行を通じ、情報提供手法をブラッシュアップしていくことが求め

られる。 

以上について、社会のデジタル化は今後も進み、変化の速度も速いことから、

国においてはスピード感を持って対応することが必要である。様々な課題があ

るが、デジタル化への対応としては、高齢者等取り残されるおそれのある層への

対応や、令和４年４月に迫る成年年齢引下げへの対応を目下優先すべきと考え

られる。また、令和３年度に予定している消費者教育ポータルサイトの抜本的改
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修にも早速反映し、内容を充実させ、消費者教育の取組主体、最新トラブル事例、

デジタル教材などを提供する、デジタル化に対応した消費者教育の情報プラッ

トフォームとしていくことを期待する。

また、新たなデジタル機器・サービスの出現により、消費生活は今後も様々に

変化することが見込まれ、それに応じて関連する消費者トラブルや、身に付ける

ことが望ましい内容も変化していくことが予想される。そのため、引き続き社会

のデジタル化に対応した消費者教育について検討していくことが必要である。 

なお、現在、第 204 回通常国会においてデジタル庁設置法案及び関連法案 41の

審議が進められており、法案が成立・施行 42となった際には、デジタル庁も含め

た関係省庁との連携を強化し、法案にうたわれるデジタル社会形成の基本理念

や国等の責務、基本方針等を踏まえ、消費者教育としても健全なデジタル社会の

形成に寄与することを目指すべきである。 

（以上） 

41 デジタル社会形成基本法案及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す
る法律案 
42 令和３年９月１日施行を目指している（関連法案の一部を除く）。 



77

（別紙１）サービス分野別のトラブル事例と注意事項 
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（別紙２）デジタル化に対応した消費者教育に関連する取組（ヒアリング事例） 
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（別紙３）社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会 委員名簿 

東   珠 実 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授 

◎ 坂 倉   忠 夫 公益社団法人消費者関連専門家会議専務理事 

坂 本  有 芳 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授 

永 沢 裕 美 子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタン

ト・相談員協会代表理事副会長

中 村 新 造 弁護士 

原   早 苗 元 内閣府消費者委員会事務局長 

俣 倉   朋 美 新潟県県民生活・環境部県民生活課主任（新潟県立高等

学校教諭（家庭）） 

以上７名（五十音順、敬称略） 

◎ は 座 長
令和２年 11月 27日現在 

＜オブザーバー＞ 

総務省 総合通信基盤局消費者行政第一課 

文部科学省 総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

独立行政法人国民生活センター 
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（別紙４）社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会 開催状況 

日 程 審 議 事 項 等 

令和２年 

11 月 27 日 

（第１回） 

・ライフステージに応じて身に付ける内容について①

（独立行政法人国民生活センター）デジタル関連の消費生活相談 

（文部科学省）「GIGA スクール構想の実現」と新学習指導要領における 

情報教育について 

（総務省）ICT リテラシー等に係る青少年向け啓発施策 

12 月 21 日 

（第２回） 

・ライフステージに応じて身に付ける内容について②

（一般財団法人インターネット協会）インターネットの安心安全な使い方 

を周知するための取り組み 

（KDDI 株式会社）KDDI 情報モラル講座（青少年・シニア）について 

（公益社団法人日本 PTA 全国協議会）公益社団法人日本 PTA 全国協議会に 

おけるデジタル関連の取組について 

令和３年 

１月 29 日 

（第３回） 

・各世代の特性等を踏まえた情報発信の場や手法について①

（株式会社博報堂）生活者のメディア環境と情報意識 

（特定非営利活動法人埼玉県消費者被害をなくす会）消費者被害防止 

サポーターの啓発活動

（公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会） 

シニアの ICT リテラシー向上啓発プロジェクト

・これまでの議論の論点整理

２月 24 日 

（第４回） 

・各世代の特性等を踏まえた情報発信の場や手法について②

（大阪府豊中市市民協働部くらし支援課） 

（一般社団法人はりまコーチング協会） 

・取りまとめに向けた審議

３月 30 日 

（第５回） 

・社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会取りまとめ（案）

について 



〇デジタル社会形成基本法案の基本理念：全ての国民がデジタル技術の恵沢を享受できる社会の実現等
〇消費者教育が目指す自立した消費者（「被害に遭わない」＋「より良い社会の発展に関与（消費者市民社会の形成）」）

消費者教育としても、生活をより豊かにするためにデジタル技術の積極的な活用を促す視点が重要

デジタル化に対応した消費者教育をデジタル技術も活用し、地方公共団体とともに以下のとおり一層推進すべき。

○各主体による消費者教育の取組の把握と連携の促進（団体情報バンクの構築、コーディネーターの活用等）

〇担い手への支援・育成（分かりやすくシンプルな教材開発、最新のトラブル事例の提供、オンライン講座の推進等）

〇誰一人取り残さないデジタル化のための支援

〇デジタルメディアを活用した効果的な情報提供（SNSや動画の活用等）

（高齢者向け消費者教育を担うサポーターの育成支援等）

国における今後の課題

消費者教育推進会議

①デジタルサービスの仕組みやリスクの理解
（ⅰ）インターネット上の取引における契約
（ⅱ）デジタルサービス利用による個人情報の提供と広告表示
（ⅲ）キャッシュレス決済の活用に伴う支出管理

②批判的思考力に基づく的確な判断

③デジタル技術を活用した情報の収集・発信

<幼児期～中学生期>
・オンラインゲームの課金トラブル等

<高校生期・成人期（特に若者）>
・成年年齢引下げの影響

<成人期（一般）>
・保護者が子どものインターネット利用
状況を把握し、話し合ってルール作り

<成人期（特に高齢者）>
・デジタル活用のメリット、安全・安心
に利用するための注意点
・基本的な使い方の習得

デジタル化に対応した消費者教育

○社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会取りまとめ（概要）

検討の基本的視点

・消費者一人一人
の豊かな生活

・持続可能な社会

の実現に資する

※ スピード感を持った対応、デジタル化に対応した消費者教育の継続した検討が必要

消費者教育として重点化すべき内容
ライフステージに応じて
重点化すべき内容

デ
ジ
タ
ル
化
を
踏
ま
え
た
消
費
者
教
育
の

場
や
情
報
発
信
手
法

消
費
者
が
身
に
付
け
る
こ
と
で
・・・

※SDGsにも通じる

81



（参考）各主体の取組の現状と課題（ヒアリング調査より）

事業者・事業者団体
消費者団体等

（若年者・保護者向け取組）
・自主的な取組として各サービスを安心・
安全に利用するための注意事項につい
て教材の作成・提供

（高齢者等向け取組）
・基本的な操作方法から、活用方法、トラブ
ル回避方法について啓発活動
・教員や相談員など、消費者教育の担い手
への情報提供の取組

（課題）
・個々の事業者の取組となっている
・取組の認知不足・人材不足、最新の相談
事例の入手、教材等の情報鮮度の維持

（高齢者向け取組）
・地域における啓発活動を担う人材の育成
・新型コロナウイルス感染症の影響により、
消費者教育の手法にデジタル化の進展
メールでの啓発やオンライン講座の開催、
一人で学べる動画教材の提供等

（若年者・保護者向け取組）
・子どもとメディアに関する意識調査の実施
・トラブルや家庭内ルールの現状について
周知・啓発リーフレットの配布 等

（課題）
・デジタル関連の専門人材を擁する業界団体

等の支援・連携
・地域におけるWi-Fi等デジタル環境の整備

・各主体の積極的な取組
・地方公共団体がコーディネート機能を果たし、
事業者や消費者団体などの取組と有機的に連携

（若年者・保護者向け取組）
・インフラ整備として学校の端末整備、学習
指導要領に基づく情報教育の取組の充実
・e-ネットキャラバンの取組 等

（成人向け取組）
・事業所での従業員向け消費者教育研修
支援（教材作成や講師派遣事業）

（課題）
・情報教育との一層の連携
・事業所での従業員向け消費者教育の取組
が多くない

国・地方公共団体

地域におけるデジタル化に対応した消費者教育の充実

（注）ヒアリング事例については、取りまとめ本体
別紙２も参照いただきたい。

（ヒアリングにより確認されたこと）
〇基本的な技術や情報モラルについては、学校教育における情報教育、ICTリテラシーに関する各種啓発活動（e-ネットキャラバン）等に
おいても取り扱われている。 ⇒ 消費者教育として重点化すべき内容について前頁のとおり整理
〇国・地方公共団体、事業者、消費者団体等において関連する取組が実施されており、それぞれの内容は充実。しかし、現状は各主体の
取組があまり認知されておらず、広がりが限定的。また、担い手支援や、デジタル化に取り残される層への支援等が課題。

分科会では、国のほか、地方公共団体、民間事業者、消費者団体など幅広い主体からヒアリングを実施。各主体の取組の現状と課題を踏
まえ、議論・取りまとめを行った。
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緊急時における消費者行動について 

令和３年１月 13 日 

消費者教育推進会議 

１．はじめに 

日本国内では令和２年１月以降新型コロナウイルス感染症が拡大し、４月

７日には、緊急事態宣言も発令 1された。このような中、消費者が正確な情報

を入手できず、新型コロナウイルス感染症や日用品等に関する不確かな情報

をそのまま拡散してしまう、不確かな情報に影響を受けて物資の買いだめを

してしまうといった消費者行動を行う、あるいは新型コロナウイルスに便乗

した悪質商法が発生するなど消費生活上も様々な問題が生じた。こうした問

題はこれまでもオイルショックや震災時などにみられたものであり、緊急時

には、普段と異なり消費者も冷静な行動ができなくなることがある。そのため、

消費者教育の推進に関する法律第３条第６項では、災害その他非常の事態に

おいても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態における

消費生活に関する知識と理解を深めることが、消費者教育の基本理念の一つ

となっている。 

そこで、消費者庁において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時に消費

者がどのような意識をもって消費者行動を行っているかについて、一般消費

者を対象にインターネットによるアンケート調査 2（以下「消費者アンケート

調査」という。）を実施するとともに、ＡＣＡＰ（公益社団法人消費者関連専

門家会議）を通じ 30 社の事業者からアンケート調査 3（以下「事業者アンケー

ト調査」という。）に回答いただいた。その上で、緊急時における消費者行動

について第 28 回消費者教育推進会議 4（以下「推進会議」という。）において

議題として取り上げ、議論を行った。

この問題について、消費者教育としての対応の検討の一助とするため、これ

ら一連の調査・議論の結果を取りまとめる。 

２．アンケート調査結果の概要 

 新型コロナウイルス感染症の拡大時の消費者行動として特徴的なものは、

不確かな情報等に基づくマスクやトイレットペーパー等の買い占めや、店頭

1 令和３年１月７日にも東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の１都３県を対象に緊急事態宣言が
発令された。
2 調査期間：令和２年７月 13日～令和２年７月 15 日、対象：全国の 20歳～69歳男女 1,000人
（性別、年代（10歳刻み）による割り付けあり）。 
3 調査期間：令和２年４月 15日～５月 15日 
4 令和２年 10月 19日開催。アンケート調査の結果詳細、推進会議委員の意見の概要について
は、当該会議資料４も参照されたい。
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での消費者による従業員等への行き過ぎた言動等が挙げられる。それらの行

動についてのアンケート調査結果の概要は以下の通り。 

（１）不確かな情報等による買い占めについて

消費者アンケート調査によれば、新型コロナウイルス感染症や日用品等の

不確かな情報を受け取った経験があると回答した者は 41.0％であった。その

後の行動としては「何もしなかった」との回答が最も多く（64.9％）、続いて

「影響を受けた行動をとった」、「誤った情報が出回っていることを注意喚起

の上、他の人に伝えた」との回答が各々14.1％、「そのまま他の人に伝えた（拡

散含む）」との回答は 7.6％という結果であった。 

 不確かな情報の内容（自由記述による回答）としては、「トイレットペーパ

ー」というワードを含む回答が全体の 56.8％、「マスク」は 21.0％であり、

いずれも品薄になるという情報が多かった。不確かな情報の入手先（自由記述

による回答）としては、「ＳＮＳ」に関するワードが全体の 25.6％の回答で

見られた。そのほか「インターネット」（25.9％）、「テレビ」（18.3％）、

「友人、知人」（11.5％）等の回答があった。「インターネット」との回答の

中には、個人のブログやＳＮＳを通じた不確かな情報の入手も含まれるほか、

「友人、知人」との回答についても対面だけではなくＳＮＳなどを通じた不確

かな情報の入手もあったと考えられる。 

（２）消費者による従業員等への行き過ぎた言動について

消費者アンケート調査によれば、消費者の行き過ぎた言動についての目撃

経験が「ある」との回答は 13.4％であった。消費者の行き過ぎた行動の抑止、

消費者と事業者の信頼関係が失われないための取組としては、消費者が正し

く状況を理解し、マナーを守ること、事業者側も分かりやすく正確な情報発信

を行うこと等の回答が多かった。 

事業者アンケート調査では、消費者から意見を受けた経験が「ある」との回

答は 30 社中 17 社で、中には暴言等に発展するケースもあるとの回答があっ

た。必要な対応としては、事業者における対応マニュアルの整備、従業員への

教育・訓練の実施、行政、事業者、マスコミからの情報発信との回答が多かっ

た。 

３．消費者教育を中心として必要と考えられる対応について 

新型コロナウイルス感染症は、未だ収束が見通せない状況ではあるものの、

当初の感染拡大時のような消費者行動をめぐる混乱は、一定程度落ち着きを

見せている。しかし、今後感染の大幅な拡大による再度の混乱や、感染症以外

の災害等による緊急時も想定されることから、推進会議では、消費者教育を中

心として必要と考えられる対応を、以下のとおり整理した。 
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（１） 正確で分かりやすい情報発信

 今般生じた消費者行動は、未知のウイルスや物資・物流等の情報が錯綜し、

消費者の不安が高まったことが要因の一つであり、その不安に乗じた悪質商

法も発生した。 

 消費者の不安の高まりを抑制し、悪質商法による被害を防止するためには、

商品の供給情報や悪質商法の事例、相談窓口等について、国や事業者団体等か

らの正確で分かりやすい情報のタイムリーな発信が必要であり、加えて、身近

な地方公共団体からの消費者への積極的な発信が期待される。 

 また、今般の緊急時において、マスクや食料等の供給情報や、悪質商法の注

意喚起等について情報発信が行われたが、今後は消費者が適切な行動をとる

ために必要な情報を、各世代等の特徴を踏まえつつ、多様な消費者に届けるた

めの手法についても検討が必要である。なお、こういった緊急時の対応は検証

を積み重ねていくことも求められる。 

（２）消費者教育による平時からの備え

不確かな情報に消費者が影響を受けることや、そうした情報の拡散は、デジ

タル化の進展の影響も受けており、緊急時だけでなく、平時においても見られ

るものである。そこで、緊急時に限らず常日頃から何が正しい情報かを見極め、

適切に行動することが求められる。そのため、情報リテラシー教育の重要性が

一層高まっている。推進会議において「社会のデジタル化に対応した消費者教

育の推進に関する分科会」を立ち上げたところであるが、分科会においては緊

急時の観点も踏まえて検討していく必要がある。 

 また、生活必需品や金銭の管理などの基本的な知識・能力を伸ばすことや、

平時から物資の備蓄や緊急時のマニュアルの確認等の備えを促すことで、緊

急時における不確かな情報による消費者への影響を軽減することが期待でき

るため、こうした知識・能力を伸ばし、平時からの備えを促す取組が必要であ

る。 

 さらに、主体的に消費者市民社会 5の形成に参画する消費者を育成する観点

から、不確かな情報を受け取った場合には、地方公共団体の消費生活センター

などや事業者のお客様相談窓口などに連絡するといった行動に移すことの重

要性を啓発することも必要である。 

（３）消費者と事業者の信頼関係が失われないための取組

消費者が自らの意見を伝えることは、商品やサービスの改善につながるだ

5 消費者教育の推進に関する法律第２条２項において「消費者が、個々の消費者の特性及び消費

生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたっ

て内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持

続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義。
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けでなく、消費者が自らの利益の擁護及び増進のために行う自主的かつ合理

的な行動の現れであり、消費者教育の推進に関する法律が目指す消費者市民

社会の実現に当たっても重要なものである。しかしながら、今般の緊急時にお

いて、従業員等への消費者の行き過ぎた言動が散見された。国としては、消費

者が事業者等に意見を伝え、商品やサービスの改善につながることは、多くの

消費者や社会の役に立つものであることを前提に、消費者が事業者等に意見

を伝える際の適切な伝え方や、行き過ぎた言動の例を示すなどして、消費者に

対し注意を促すことが必要である 6。 

加えて、消費者の他者や社会への配慮といった意識を高め、消費者による従

業員等への行き過ぎた言動により両者の信頼関係が失われることを防ぐ観点

から、国としては消費者に対し消費者市民社会の考え方や、エシカル消費 7に

ついて普及・啓発していくことが必要である 8。また、消費者のエシカル消費

の取組と、事業者による消費者志向経営 9の取組が両輪となり、消費者と事業

者が従来の取引等において相対する関係から、共通の目標の実現に向けて連

携・協働するパートナーとしての関係へと高めていくことも重要である。 

ただし、適正な消費者の声を抑制することのないよう配慮が必要である。 

以上 

6 事業者側の雇用管理の観点からの取組も必要である。
7 地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動。
8 消費者庁では、令和２年４月、５月、10月に、消費者が意見を伝える際の伝え方の留意点等に
ついての有識者コラムをウェブサイトに掲載するとともに、Twitter等により情報発信を行った
9 ①みんなの声を聴き、かついかす、②未来・次世代のために取り組む、③法令を遵守／コーポ

レートガバナンスの強化をする、といった取組を行う事業者を、表彰などにより応援すること

で、消費者と事業者の WIN-WINな関係の構築を目指すもの。（消費者志向経営の推進に関する有

識者検討会中間報告書（令和２年８月 31 日）から）
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（１）正確で分かりやすい情報発信
商品の供給情報や悪質商法の事例、相談窓口等について、国や事業者団体等からタイムリーな情
報発信。 （身近な地方公共団体からの消費者への積極的な発信も期待）
適切な情報を多様な消費者に届けるための手法の検討。

（２）消費者教育による平時からの備え
正しい情報を見極め、適切に行動する能力の育成（情報リテラシー教育）。
生活必需品の管理などの知識・能力の向上、物資の備蓄や緊急時のマニュアルの確認等の促進。
不確かな情報を受け取った際、相談窓口への連絡を行うといった行動に移すことの重要性の啓発。

（３）消費者と事業者の信頼関係が失われないための取組
意見を伝える際の適切な伝え方や、行き過ぎた言動の例を示すなどして消費者に対し注意を促す。
消費者市民社会の考え方やエシカル消費について普及・啓発。消費者のエシカル消費の取組と、
事業者の消費者志向経営の取組が両輪となり、消費者と事業者が、連携・協働するパートナーへ。

（※）適正な消費者の声を抑制することのないよう配慮が必要。
（※）事業者側の雇用管理の観点からの取組も必要。

○緊急時における消費者行動について（概要）
消費者教育推進会議

日本国内では令和２年１月以降新型コロナウイルス感染症が拡大し、４月７日には、緊急事態宣言も発令された。このような中、消費者が正確な情
報を入手できず、新型コロナウイルス感染症や日用品等に関する不確かな情報をそのまま拡散させてしまう、不確かな情報に影響を受けて物資の買
いだめをしてしまうといった消費者行動を行う 、あるいは新型コロナウイルスに便乗した悪質商法が発生するなど消費生活上も様々な問題が生じた。
消費者教育の推進に関する法律第３条においても非常時に消費者が合理的に行動できるよう、知識と理解を深めることが重要とされているところ、
消費者庁においてアンケート調査を実施するとともに、10月19日の第28回消費者教育推進会議でも議論を行った。一連の調査・議論を踏まえ、消費
者教育を中心として必要と考えられる対応について整理した。

新型コロナウイルス感染症拡大時（緊急時）の消費者行動

消費者教育を中心として必要と考えられる対応

（注）アンケート調査結果等詳細は本文及び第28回消費者教育推進会議資料４を参照。
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